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第一部【企業情報】

 

第１【企業の概況】

 

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

決算年月 平成22年９月 平成23年９月 平成24年９月 平成25年９月 平成26年９月

売上高 (千円) 1,515,455 2,283,200 5,071,672 16,767,114 53,575,065

経常利益 (千円) 693,494 568,078 1,499,830 5,787,285 23,556,399

当期純利益 (千円) 381,565 283,260 778,358 3,156,683 13,024,690

持分法を適用した場合の投

資利益
(千円) － － － － －

資本金 (千円) 35,535 256,385 506,379 1,582,779 6,274,196

発行済株式総数 （株） 64,700 67,855 7,112,100 39,460,500 123,570,500

純資産額 (千円) 563,755 1,288,716 2,567,063 7,876,544 30,284,524

総資産額 (千円) 1,504,896 2,235,455 4,567,305 13,762,876 48,012,575

１株当たり純資産額 （円） 8,713.38 189.92 24.06 66.54 245.07

１株当たり配当額

（うち１株当たり

中間配当額）

（円）
－ － － － 10.00

(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり

当期純利益金額
（円） 5,946.72 42.80 7.38 27.20 107.65

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額
（円） － － － 25.83 101.29

自己資本比率 （％） 37.5 57.6 56.2 57.2 63.1

自己資本利益率 （％） 109.9 30.6 40.4 60.5 68.3

株価収益率 （倍） － － － 84.55 33.49

配当性向 （％） － － － － 9.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 427,080 161,808 1,175,545 4,138,386 19,021,961

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △176,359 △799,581 △209,860 342,546 △1,087,950

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 551,678 440,126 － 2,137,456 9,325,687

現金及び現金同等物の

期末残高
(千円) 927,035 729,389 1,692,930 8,317,259 35,584,220

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
（名）

69 87 155 306 450

(2) (2) (4) (6) (22)
 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

       ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第２期、第３期及び第４期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有しておりませんの

で記載しておりません。第５期及び第６期の持分法を適用した場合の投資利益については、非連結子会社は

存在しておりますが、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しいため記載しておりません。
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４．第２期、第３期及び第４期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はあ

りますが、平成24年９月期末時点において当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できません

ので記載しておりません。

５．第２期、第３期及び第４期の株価収益率については、平成24年９月期末時点において当社株式は非上場で

あったため、記載しておりません。

６．第４期より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30日）、

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日

公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年６月30

日）を適用しております。

　 平成24年９月13日付で１株を100株にする株式分割を行っております。このため、第３期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しております。

７．平成25年６月１日付にて１株を５株にする株式分割、平成25年10月１日付にて１株を３株にする株式分割を

行っております。このため、第４期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株

当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。

８．第５期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について、当社は平成24年12月13日に東京証券取引所マ

ザーズに上場したため、新規上場日から平成25年９月期末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定し

ております。

９．平成26年９月期の１株当たり配当額10.00円は、記念配当であります。
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２【沿革】

 平成15年５月、当社代表取締役社長馬場功淳が携帯電話の位置情報送信機能を利用したゲームアプリ「コロニーな生

活」の提供を個人事業として開始しました。平成17年５月には、「コロニーな生活」を改良し、「コロニーな生活☆

PLUS」(注１)の提供を開始しました。

 その後、「コロニーな生活☆PLUS」を組織的に展開するため、平成20年10月に当社(株式会社コロプラ)を設立しまし

た。

年月 事項

平成20年10月 東京都台東区北上野において資本金300万円で株式会社コロプラを設立

代表取締役社長馬場功淳よりゲームアプリ「コロニーな生活☆PLUS」の事業を譲受け、運営を移管

平成21年２月 東京都渋谷区恵比寿西に本社移転

平成21年６月 株式会社石田屋他３社を加盟店とし、当社初の送客を支援するリアル連携サービスとして「コロ

カ(銘産店)」サービスを開始

平成21年11月 東京都渋谷区恵比寿南に本社移転

九州旅客鉄道株式会社(JR九州)と協業し、「九州一周塗りつぶし位置ゲーの旅」キャンペーンと

して「コロカ(公共交通事業者)」サービスを開始

平成22年２月 各種旅行事業者と提携し、「コロ旅」サービスを開始

平成22年７月 「コロニーな生活☆PLUS」が、一般社団法人モバイルコンテンツ・フォーラムによる「モバイ

ル・プロジェクト・アワード2010」モバイルコンテンツ部門最優秀賞を受賞

「コロニーな生活☆PLUS」が、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会による

「CEDEC AWARDS 2010」ゲームデザイン部門優秀賞を受賞

平成22年９月 東京都渋谷区恵比寿南に本社移転

平成22年10月 「コロニーな生活☆PLUS」が経済産業省、内閣府、総務省、財務省、文部科学省、国土交通省の

６府省が推進する「情報化月間推進会議議長表彰」を受賞

平成22年11月 位置情報ゲームオープンプラットフォーム「コロプラ＋(プラス)」(注２)を開始

KDDI株式会社と業務提携し、同社の携帯電話ユーザー向けに「au one コロプラ＋」(注３)の提供

を開始

平成23年３月 人々の移動を調査・分析する「コロプラおでかけ研究所」プロジェクトを発足

平成23年４月 KDDI株式会社と資本提携

平成23年６月 東急百貨店吉祥寺店にてコロカ加盟店を集結させた「日本全国すぐれモノ市 コロプラ物産展」

を開催

平成23年９月

 

平成24年９月

スマートフォンに特化したゲームブランド「Kuma the Bear(クマ・ザ・ベア)」を立ち上げ、ス

マートフォン専用アプリサービスを開始

東京都渋谷区恵比寿に本社移転

平成24年12月 東京証券取引所マザーズに株式を上場

平成25年３月 ソーシャルゲームインフォ株式会社(現子会社)を買収

平成25年７月 株式会社オーバークロック(現子会社)を設立

平成26年４月 東京証券取引所の市場第一部銘柄に指定
 

（注）１．ゲームアプリ「コロニーな生活☆PLUS」は平成23年７月に再度「コロニーな生活」に名称変更しておりま

す。

２．位置情報ゲームオープンプラットフォーム「コロプラ＋」は平成23年７月に「コロプラ」に名称変更してお

ります。

３．「au one コロプラ＋」は平成23年７月に「au one コロプラ」に名称変更しております。
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３【事業の内容】

 当社は、「Entertainment in Real Life ～エンターテインメントでネットとリアルをつなぎ、世界中の日常をより

楽しく、より素晴らしく～」を事業ミッションとし、仮想の世界（バーチャル）のみならず現実の世界（リアル）に

も「楽しさ」を提供すべく、高機能携帯電話（以下「スマートフォン」という）を主軸としたサービスを展開してお

ります。当社サービスは――(１)Google Inc.が運営するGoogle PlayやApple Inc.が提供するApp Storeなどにアプリ

を提供する「スマートフォンネイティブアプリサービス」、(２)位置情報ゲーム(注１)専用オープンプラットフォー

ム「コロプラ」を運営する「プラットフォーム運営サービス」、(３)リアル事業者と連携したO2O（オンラインtoオフ

ライン）(注２)ビジネス及び「おでかけ研究所」による位置情報活用ビジネスの二つからなる「リアル連携サービ

ス」――の三つに大別できます。

 各サービスの収益構造は以下のとおりです。スマートフォンネイティブアプリサービス及びプラットフォーム運営

サービスは、有料課金収入と広告収入で構成されております。ユーザーは当サービスを無料で利用することができま

すが、一部アイテムや機能を有料サービスとして提供しております。また広告代理店及びアドネットワーク事業者な

どの仲介によりインターネット広告枠の販売を行っております。リアル連携サービスは、O2Oビジネスについては、提

携事業者に送客を行い、それによって生じた売上の一部を送客収入として徴収するレベニューシェアモデルを採用し

ており、また、位置情報活用ビジネスについては、スマートフォンや従来型携帯電話（以下「フィーチャーフォン」

という）を通じて取得・蓄積された位置情報等を調査・分析し、観光動態調査レポートとして自治体や観光協会等に

有償にて提供しております。

　なお、当社はモバイルサービス事業の単一事業セグメントであるため、セグメント情報は記載せず、主要なサービ

ス毎に記載しております。

　

(１)スマートフォンネイティブアプリサービス

 手軽なスマートフォン専用アプリを数多く取り揃えた「Kuma the Bear（クマ・ザ・ベア）アプリ」と表現力豊かな

本格派のゲームアプリである「オンラインアプリ」とに分かれます。これらアプリの展開先はGoogle Inc.が運営する

Google PlayやApple Inc.が提供するApp Storeなど世界標準のプラットフォームを主としております。

　

① Kuma the Bearアプリ

Kuma the Bearブランドのゲームアプリは、ユーザーが気軽にゲームを楽しめることを目的としたいわゆる「ラ

イトゲーム」であり、新規利用にあたり会員登録は不要であります。平成23年９月からの開始ですが、ゲーム開

発ツール「Unity」（注３）を駆使することでスピーディな開発が可能となり、平成26年９月末時点での累計提

供本数は78本、累計ダウンロード数は約3,900万件となっております。多言語対応も進んでおり、英語、中国

語、韓国語については全ゲームアプリで対応を進めております。

② オンラインアプリ

オンラインアプリは、利用者が本格的にゲームを楽しめることを目的としたいわゆる「リッチゲーム」となりま

す。利用者のアクティビティはKuma the Bearブランドより高く、アクティブ率、ARPU（利用者当たり売上

高）、継続率も相対的に高い水準となっております。当社売上の中核を担っており、平成26年９月期における全

社売上高に占めるオンラインアプリ売上高の比率は94％であります。平成26年９月末時点での累計提供本数は11

本、累計ダウンロード数は約9,000万件となっております。

　

スマートフォンネイティブアプリサービス

サービス 主要アプリ 内容

Kuma the Bear
アプリ

きらきらドロップ!、リズムコイン!、the射
的!、クマの発掘隊!、B.B.クマ!、バトロボ!、
倒せ勇者!、クマの花火パズル!、一瞬のスキ
マ！他

ユーザーが気軽にゲームを楽しめることを目的
とした「ライトゲーム」です。

オンライン
アプリ

秘宝探偵キャリー、プロ野球PRIDE、、クイズ
RPG 魔法使いと黒猫のウィズ、軍勢RPG 蒼の三
国志、スリングショットブレイブズ、ほしの島
のにゃんこ、白猫プロジェクト他

利用者が本格的にゲームを楽しめることを目的
としたいわゆる「リッチゲーム」です。

 

　

(２)プラットフォーム運営サービス

 位置情報ゲームオープンプラットフォーム「コロプラ」の運営とそこに展開される内製アプリの開発・運営、及び

コロプラに参画するLAP（Location-based Application Provider／位置情報ゲームサードパーティ事業者）に対する

位置情報ゲームのシステム提供を行っております。対象端末は、スマートフォンに加えフィーチャーフォンでありま

す。
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 内製アプリは、当社最初のゲームアプリである「コロニーな生活」をはじめ４タイトルを運営しております。LAPア

プリは、平成26年９月末時点で８社より計13タイトルが提供されております。位置情報ゲームは、現実の移動距離を

ゲーム上の仮想通貨として付与されるなど日々位置登録を行うことでよりゲームを楽しめる設計となっております。

そのため、当社の位置情報を利用しないゲームと比較して利用者の継続率が高いことが想定され、ライフタイム面で

有利なゲーム設計が可能です。なお、平成26年９月末時点でのプラットフォーム会員数は約331万人になります。

 

プラットフォーム掲載アプリ

サービス 主要アプリ 内容

内製アプリ
コロニーな生活、キャリー・ストーリー、きら
めきマーケット、コロパズ

当社が開発・運営している、位置情報を利用し
たゲームです。

LAPアプリ 戦国いろは、駅奪取PLUS、ジョリーロジャー他
LAPが開発しコロプラに提供している、位置情報
を利用したゲームです。

 

 

スマートフォンネイティブアプリダウンロード累計件数推移及びプラットフォーム会員数推移

年月 ダウンロード累計件数（万件） プラットフォーム会員数（万人）

　　平成25年10月 5,508 320

　　平成25年11月 6,184 321

　　平成25年12月 6,735 324

　　平成26年１月 7,282 325

　　平成26年２月 7,707 325

　　平成26年３月 8,346 326

　　平成26年４月 9,033 327

　　平成26年５月 9,630 328

　　平成26年６月 10,153 328

　　平成26年７月 10,809 329

　　平成26年８月 12,043 330

　　平成26年９月 12,926 331
 

 

 (３)リアル連携サービス

　当社のGPS（全地球測位システム）を活用する位置情報ゲームアプリには、現実の移動距離をゲーム内仮想通貨とし

て受け取れるなど利用者がおでかけをしたくなるインセンティブが数多く盛り込まれており、利用者に多様なおでか

けのきっかけを提供しております。当社はそのおでかけをしたくなる仕組みをさらに拡大し、リアルなカード「コロ

カ」を活用したリアル事業者向け販売促進の支援を行っております。当事業での提携リアル事業者は、全国各地の銘

産店、交通事業会社など300拠点(平成26年９月末時点)を超える規模となります。

　また当該ゲームアプリを通して得た利用許諾済み位置情報を分析する「おでかけ研究所」を社内の一部門として運

営しています。分析結果はレポート化され、自治体等の観光動態分析向けに有償提供しています。
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リアル連携サービス

サービス 内容

コロカ（銘産店）

「旅費をかけてでも訪れるべき、日本の良いものを提供している店舗」を条件に厳選

した全国の銘産店等と協業し、当社ゲームアプリ内で紹介しております。提携する銘

産店（コロカ店）は平成26年９月末時点で200店舗になります。実際に現地を訪問し購

入した利用者にはリアルなカードである「コロカ」が配布され、カード記載のシリア

ルナンバーを入力するとアプリ内で利用できるデジタルアイテムを獲得できます。

コロカ（公共交通事業者）

全国の鉄道、フェリー、エアライン等公共交通事業者と提携し、当社アプリとの連携

サービスを行っております。具体的には、各事業会社と当社とで共同企画切符を制

作、それを購入した利用者には「乗り物コロカ」が配布され、アプリ内で閲覧できる

デジタル乗物模型などが獲得できます。提携交通事業者数は平成26年９月末時点で67

社になります。

おでかけ研究所

当社ゲームアプリを通じユーザーより利用許諾を得た位置情報を解析することで、観

光動態分析レポートを自治体等に有償提供するサービスを行っています。有償提供自

治体数は平成26年９月末時点で４自治体となります。

 

 
 （注）１．位置情報ゲームとは、フィーチャーフォン及びスマートフォンの位置登録システムを利用したゲームのこと

を指します。当社が提供するプラットフォームや位置情報ゲームは、当社が独自に開発し、より正確な位置

情報や移動距離等の把握を可能とした、不正位置登録防止システムを使用していることが、大きな特徴と

なっております。

２．O2Oとは、オンラインとオフラインの購買活動が連携し合うことで、オンラインでの活動が、実店舗などで

の購買に影響を及ぼすことを言います。

３．「Unity」（ユニティ）とは、Unity Technologies社が提供しているゲーム開発ツールのことを指します。
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 当社の事業の系統図は次のとおりであります。

［事業系統図］

 

 

（注）主な「提携店」は下記のとおりです。

(１)当社と協業している全国の銘産店(コロカ(銘産店))

(２)当社と提携している全国の鉄道、フェリー、エアライン等の公共交通事業者(コロカ(公共交通事業者))
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４【関係会社の状況】

　当社は非連結子会社２社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

 平成26年９月30日現在
 　

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

450(22) 30.2 1.5 6,281
 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、最近１年間の平均人員を( )内に外数で

記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．従業員数が前事業年度末に比べて144名増加しております。これは主として事業拡大のため人員採用を積極

的に行ったためであります。

４．当社の事業セグメントは、モバイルサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の

記載はしておりません。

 

(2）労働組合の状況

当社の労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
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第２【事業の状況】

 

１【業績等の概要】

(1）業績

当事業年度におけるわが国経済は、政権交代後の経済政策・金融緩和政策等により、円高の是正や株価回復の

兆しも見られ、全体として緩やかな回復傾向で推移いたしました。

このような状況の中で、当社が属するスマートフォンゲームアプリ市場は引き続き成長を続けており、当社に

おきましては、こうした市場拡大を背景とした既存タイトルの拡充と新規タイトルの開発に注力してまいりまし

た。

売上の多くを占めるオンライン型ゲームアプリでは、前事業年度に提供を開始いたしました「クイズRPG　魔

法使いと黒猫のウィズ」や「軍勢RPG　蒼の三国志」といった既存タイトルが持続的な成長を続け、売上伸長に

貢献いたしました。また、当事業年度に新作アプリとして「スリングショットブレイブズ」や「ほしの島のにゃ

んこ」、「白猫プロジェクト」など合計６本の新規タイトルをリリースいたしました。これにより、平成26年９

月末時点におけるオンライン型ゲームアプリの提供本数は11本となりました。さらに、これまで当社が提供を続

けてまいりましたゲームアプリ分野に加え、新たにスマートフォン特化型マーケティングリサーチアプリとして

「スマートアンサー」もリリースし、当社ゲームアプリ利用者の一部によるモニタ参加やこれまで当社が培った

スマートフォンアプリ開発・運用技術のノウハウを活用し新分野での事業展開も行ってまいります。

また、スマートフォン専用カジュアルゲームアプリブランドである「Kuma the Bear（クマ・ザ・ベア）」で

は、当事業年度に27本の新規タイトルを相次いでリリースし、平成26年９月末時点におけるライトゲームアプリ

の提供本数は78本となりました。

以上の結果、当事業年度の売上高は53,575,065千円（前事業年度比219.5％ 増）、営業利益は23,603,683千円

（同310.9％増）、経常利益は23,556,399千円（同307.0％増）、当期純利益は13,024,690千円（同312.6％増）

となりました。

なお、当社はモバイルサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしておりません。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ27,266,961千円

増加し、35,584,220千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとお

りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 当事業年度において営業活動により得られた資金は19,021,961千円（前事業年度末比14,883,575千円増）とな

りました。主な収入要因は税引前当期純利益23,556,399千円であり、主な支出要因は法人税等の支払額

4,063,862千円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 当事業年度において投資活動の結果使用した資金は1,087,950千円（前事業年度末は342,546千円の獲得）とな

りました。主な支出要因は資金決済に関する法律に基づく供託やオフィス移転のための敷金及び保証金の差入に

よる支出1,634,475千円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において財務活動により得られた資金は9,325,687千円（前事業年度末比7,188,230千円増）となり

ました。主な収入要因は公募発行増資実施に伴う株式の発行による収入9,325,260千円であります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1)生産実績

  生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。

 

(2）受注状況

  受注生産を行っておりませんので、受注状況に関する記載はしておりません。

 

(3）販売実績

 当事業年度の販売実績は次のとおりであります。

サービスの名称

当事業年度

（自 平成25年10月１日

至 平成26年９月30日）

前年同期比

（％）

モバイルサービス事業（千円） 53,575,065 219.5

合計（千円） 53,575,065 219.5
 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社の事業セグメントは、モバイルサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の販売実績

の記載はしておりません。

３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前事業年度
(自 平成24年10月１日
至 平成25年９月30日)

当事業年度
(自 平成25年10月１日
至 平成26年９月30日)

金額（千円) 割合（％) 金額（千円) 割合（％)

Google Inc. 8,043,464 48.0 31,252,439 58.3

Apple Inc. 6,304,546 37.6 19,810,512 37.0
 

４．相手先は決済代行事業者であり、ユーザーからの代金回収を代行しております。
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３【対処すべき課題】

  当社が対処すべき主な課題は以下のとおりであります。

(１) 知名度の向上とユーザー数の拡大

 当社が持続的に成長するためには、当社及び当社サービスの知名度を向上させ、新規ユーザーを継続的に獲得

し、ユーザー数を拡大していくことが必要不可欠であると認識しております。そのためには、効果的な広告宣伝

活動等により当社の知名度を向上させること、また多種多様なコンテンツを開発し、当社のサービスをより多く

のユーザーに利用してもらえるよう、友人紹介キャンペーン等の新規ユーザー獲得のための施策を積極的に実施

することでユーザー数の拡大に努めてまいります。

　

(２) サイトの安全性及び健全性の確保

 当社が提供する一部のコンテンツは、ユーザー同士がコミュニケーションをとることが可能であるため、ユー

ザーが安心して当社のサービスを利用できるように、サービスの安全性及びサイト内の健全性を確保する必要が

あります。当社はガイドラインを設け、サイトの安全性・健全性の確保に努めており、今後も継続していく方針

であります。

　

(３) システムの安定的な稼働

 当社のアプリ及びプラットフォームはウェブ上で運営されており、快適な状態でユーザーにサービスを提供す

るためにはシステムを安定的に稼働させ、問題が発生した場合には適時に解決する必要があると認識しておりま

す。

 そのため、システムを安定的に稼働させるための人員確保及びサーバ機器拡充に努めてまいります。

　

(４) 組織体制の整備

 当社におきましては、今後もより一層の事業拡大を見込んでおります。そのため、今後当社の事業拡大に応じ

た内部管理体制の構築を図るとともに、金融商品取引法における内部統制報告制度の適用等も踏まえ、より一層

のコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

 また、当社の成長速度に見合った人材の確保及び育成も重要な課題と認識しており、継続的な採用活動と研修

活動を行ってまいります。

　

(５) 新技術への対応

 当社が属する業界では技術革新が絶え間なく行われており、近年では、スマートフォンやタブレット型PCの普

及率が世界的にも我が国においても上昇し、関連するマーケットも拡大しております。このような事業環境の下

で当社が継続的に事業を拡大していくためには、様々な新技術に適時に対応していくことが必要であると認識

し、継続的に対応を行ってまいります。

 

(６)海外向けサービスについて

　当社はスマートフォンの特徴を生かして、今後も当社ゲームアプリを海外で積極的に展開していくことを企図

しております。

　さらなる海外事業の拡大と収益力強化に向け、地域ごとのユーザーの嗜好の把握や、多様なアプリの展開、費

用管理等の対応を行ってまいります。
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４【事業等のリスク】

 本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

る事項には、以下のようなものがあります。

 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、将来において発生の

可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。

　

(１)事業環境に関するリスク

①モバイル関連市場について

   当社は、スマートフォンの順調な普及に伴って、今後もモバイル関連市場が持続的な成長を続けていくと予想

しております。

   しかしながら、市場の成長ペースが大きく鈍化した場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があ

ります。また、市場の拡大が進んだ場合であっても、当社が同様のペースで順調に成長しない可能性がありま

す。さらに、市場が成熟していないため、今後、大手企業による新規参入により市場シェアの構成が急激に変化

することで、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

②他社との競合について

 当社は、位置情報を利用した特色あるサービスの提供や高リッチで表現力豊かな本格派ゲームアプリの提供、

カスタマーサポートの充実等に取り組み、競争力の向上を図っております。

 しかしながら、当社と同様にインターネットや携帯電話で位置情報を利用したアプリやスマートフォンに特化

したアプリ等のサービスを提供している企業や新規参入企業との競争激化により、当社の事業及び業績に影響を

及ぼす可能性があります。

　

③技術革新への対応について

 当社はインターネット関連技術に基づいて事業を展開しておりますが、インターネット関連分野は新技術の開

発及びそれに基づく新サービスの導入が相次いで行われており、非常に変化の激しい業界となっております。ま

た、ハード面においては、スマートフォンの普及が順調に進んでおり、新技術に対応した新しいサービスが相次

いで展開されております。

 このため、当社はエンジニアの採用・育成や創造的な職場環境の整備、また、特にスマートフォンに関する技

術・知見・ノウハウの取得に注力しております。

 しかしながら、係る知見やノウハウの獲得に困難が生じた場合、また、技術革新に対する当社の対応が遅れた

場合には、当社の競争力が低下する可能性があります。さらに、新技術への対応のために追加的なシステム、人

件費などの支出が拡大する可能性があります。このような場合には、当社の技術力低下、それに伴うサービスの

質の低下、そして競争力の低下を招き、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

(２)各サービスに関するリスク

 ①ゲームアプリの企画・開発及び運営について

 当社は、様々なゲームアプリの企画・開発・運営及びプラットフォームの運営を行っております。当社ゲーム

アプリのダウンロード数、当社プラットフォームの会員数、入会者数は着実に増加しており、ユーザーから一定

の評価を得ていると認識しております。

 しかしながら、当サービスにおいてはユーザーの嗜好の移り変わりが激しく、ユーザーニーズの的確な把握や

ニーズに対応するコンテンツの導入が、何らかの要因により困難となった場合には、ユーザーへの訴求力の低下

等から当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

②版権が関与するサービスについて

 当社では、第三者が権利を保有するキャラクター等の使用料を支払いゲームアプリに導入する場合がありま

す。このようなキャラクター等を利用したアプリの売上が当社の想定を大きく下回った場合や他社に比べ有力な

キャラクター等の導入ができなかった場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

③海外向けサービスについて

 当社は、スマートフォンの特徴を生かし、当社ゲームアプリを海外で積極的に展開することを企図しておりま

す。

　しかし、海外においてはユーザーの嗜好や法令等が本邦と大きく異なることがあり、当社想定どおりに事業展

開できない可能性があります。
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④スマートフォン専用アプリサービスについて

 当社は、スマートフォンの普及とそれに伴う市場の構造変化を大きな成長機会と認識し、平成23年９月にス

マートフォン専用アプリサービスを開始いたしました。これまで当社がリリースしてまいりましたスマートフォ

ン専用アプリが利用者の支持を集め、短期間の内にスマートフォン専用アプリサービスは当社の主力サービスの

一つに成長いたしました。当社としては、今後もスマートフォン市場が拡大するものと見込んで、積極的にス

マートフォン専用アプリサービスに経営資源を投入していく方針であります。

　しかしながら、当社の企図するとおりに同サービスが成長を続ける保証はなく、同サービスの成長が当社の見

込みを大きく下回った場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

⑤Apple Inc. 及び　Google Inc.の動向について

 現状において、当社の売上に関しスマートフォン専用ゲームアプリサービスの比率が高まっていることから、

Apple Inc.及びGoogle Inc.の２プラットフォーマーへの収益依存が大きくなってきております。

　しかしながら、これらプラットフォーマーの事業戦略の転換や動向によっては、手数料率の変動等何らかの要

因により、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑥リアル・マネー・トレード(RMT)に関するリスク

 一部のユーザーがゲーム内のアイテム等を、オークションサイト等で売買するというリアル・マネー・トレー

ド(RMT)(注)という行為が社会問題化しております。当社のサービスにおいても、ゲームをより楽しいものにする

ためにゲーム内のアイテムをユーザー同士で交換できる機能を設けておりますが、ごく一部のユーザーがオーク

ションサイトに出品しています。当社では、利用規約でRMTの禁止を明確に表記しており、またオークションサイ

トの適時監視も行い、さらに当社の「安全性・健全性に関するガイドライン」で、違反者に対しては強制退会を

させる等厳正な対策を講じる方針であることを明確にしております。

 しかしながら、当社に関連するRMTが大規模に発生、拡大した場合には、当社サービスの信頼性が低下し、当社

の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

(注)リアル・マネー・トレード(RMT)とは、オンライン上のキャラクター、アイテム、ゲーム内仮想通貨等を、現
実の通貨で売買する行為をいいます。

 

(３)サービスの安全性及び健全性に関するリスク

 当社が提供する一部のアプリは、不特定多数の個人会員が、各会員間において独自にコミュニケーションを取

ることを前提としております。当社は、健全なコミュニティを育成するため、利用規約において社会的問題へと

発展する可能性のある不適切な利用の禁止を明示しております。また、当社はユーザー等のモニタリングを常時

行っており、規約に違反したユーザーに対しては、改善の要請や退会等の措置を講じるよう努めております。さ

らに、適切なサービス利用を促進させるためにコンテンツを利用する上でのマナーや注意事項等をより一層明確

に表示し、モニタリング・システム等の強化やサイト・パトロール等のための人員体制の増強など、システム

面、人員面双方において監視体制を大幅に強化し、健全性維持の取り組みを継続しております。

 しかしながら、急速に会員数が拡大しているコンテンツにおいては、会員によるコンテンツ内の行為を完全に

把握することは困難となり、会員の不適切な行為に起因するトラブルが生じた場合に、利用規約の内容にかかわ

らず、当社が法的責任を問われる可能性があります。また、法的責任を問われない場合においても、レピュテー

ション・リスクを伴って当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 なお、事業規模の拡大に伴い、コンテンツの健全性の維持、向上のために必要な対策を継続して講じていく方

針でありますが、これに伴うシステム対応や体制強化の遅延等が生じた場合や、対応のための費用が想定以上に

増加した場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

(４)法的規制に関するリスク

  ①インターネットに関連する法的規制について

 当社が運営するサービスにおいて、ユーザーの個人情報に関し「個人情報の保護に関する法律」の適用を受け

ております。加えて、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」では、他人のID、パスワードの無断使用の禁

止等が定められております。さらに、「特定商取引に関する法律」及び「特定電子メールの送信の適正化等に関

する法律」により、一定の広告・宣伝メールの送信にあたっては、法定事項の表示義務等を負う場合がありま

す。そのほか、当社は、「電気通信事業法」における電気通信事業者として同法の適用を受けております。

 また、当社が提供する一部のアプリにおいてSNS(注)機能を提供しておりますが、これはユーザー間の健全なコ

ミュニケーションを前提としたサービスであり、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律」に定義される「インターネット異性紹介事業」には該当しないものと認識しておりま

す。さらには、平成21年４月に施行された「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等

に関する法律」では、携帯電話事業者等によるフィルタリング・サービス提供義務等が定められており、当社は

前項に記載のとおりサイトの健全性維持の取り組み強化を継続して実施しております。

 なお、当社は上記各種法的規制等について積極的に対応しておりますが、不測の事態により、万が一当該規制

等に抵触しているとして何らかの行政処分等を受けた場合、また、今後これらの法令等が強化され、もしくは新

たな法令等が定められ当社の事業が制約を受ける場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(注)SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)とは、メールや掲示板などを利用し、人と人とのつながりを
促進・サポートする、コミュニティ型の会員制のサービスです。

　

②アプリに関連する法的規制等について

 当社が属するモバイルインターネット業界において、過度な射幸心の誘発等について一部のメディアから問題

が提起されております。近年では、「コンプリートガチャ」(注)と呼ばれる課金方法が不当景品類及び不当表示

防止法(景品表示法)に違反するとの見解が平成24年７月に消費者庁より示されました。これに関して当社は既に

対応策を導入しており、当社のサービスには大きな影響を与えていないと認識しております。

 法令を遵守したサービスを提供することは当然でありますが、今後も変化する可能性がある社会的要請につい

ては、サービスを提供する企業として自主的に対処・対応し、業界の健全性・発展性を損なうことのないよう努

めていくべきであると考えております。

 しかしながら、今後、社会情勢の変化によって、既存の法令等の解釈の変更や新たな法令等の制定等、法的規

制が行われた場合には、当社の事業が著しく制約を受け、当社の事業及び業績に大きな影響を及ぼす場合があり

ます。

(注)コンプリートガチャとは、ランダムに入手するアイテムやカードを一定枚数揃えることで稀少なアイテムや
カードを入手できるシステムを言います。

　

③知的財産権に関するリスク

 当社は、運営するコンテンツ及びサービスに関する知的財産権の獲得に努めております。また、第三者の知的

財産権を侵害しないよう、十分な注意を払っております。

　しかしながら、今後当社が属する事業分野において第三者の権利が成立した場合は、第三者より損害賠償及び

使用差止め等の訴えを起こされる可能性及び権利に関する使用料等の対価の支払が発生する可能性があり、また

当社の知的財産が侵害された場合には、当社の事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　

(５)システムに関するリスク

 当社の事業は、携帯電話やPC、コンピュータ・システムを結ぶ通信ネットワークに全面的に依存しており、自

然災害や事故（社内外の人的要因によるものを含む）等によって通信ネットワークが切断された場合には、当社

の事業及び業績は深刻な影響を受けます。また、当社の運営する各サイトへのアクセスの急激な増加、データセ

ンターへの電力供給やクラウドサービスの停止等の予測不可能な要因によってコンピュータ・システムがダウン

した場合、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

　なお、当社のコンピュータ・システムは、適切なセキュリティ手段を講じて外部からの不正アクセスを回避す

るよう努めておりますが、コンピュータ・ウイルスやハッカーの侵入等によりシステム障害が生じた場合には、

当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(６)事業体制に関するリスク

①代表者への依存について

 当社の代表取締役社長である馬場功淳は、当社創業者であり、創業以来の最高経営責任者であります。同氏

は、モバイルコンテンツをはじめとするインターネット及び携帯電話におけるサービスの開発技術及びそれらに

関する豊富な経験と知識を有しており、技術的判断、経営方針や事業戦略の決定、遂行において極めて重要な役

割を果たしております。

 当社では、取締役会や経営会議等における役員及び幹部社員の情報共有や経営組織の強化を図り、同氏に過度

に依存しない経営体制の整備を進めております。

 しかしながら、何らかの理由により同氏が当社の業務を継続することが困難になった場合、当社の事業及び業

績に影響を及ぼす可能性があります。

 
②人的資源について

 当社は、自社プラットフォームの運営、また自社コンテンツの開発・提供を行い、急速に事業領域を拡大して

まいりましたが、今後のさらなる業容拡大及び業務内容の多様化に対応するため、技術開発、広告マーケティン

グ、管理部門等、当社内の各部門において、一層の人員増強が必要になると考えられます。

 しかしながら、事業規模の拡大に応じた当社内における人材育成や外部からの人材登用等が計画どおりに進ま

ない場合や、当社の予想を大幅に上回るような社員の流出、有能な人材の流出が生じた場合には、競争力の低下

や一層の業容拡大の制約要因となり、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

EDINET提出書類

株式会社コロプラ(E27062)

有価証券報告書

15/83



③内部管理体制について

 当社は、企業価値の持続的な増大を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠である

との認識のもと、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、さらには健全な倫理観に基づく法令遵守の徹底が

必要と認識しております。

 当社では内部管理体制の充実に努めておりますが、事業の急速な拡大により、十分な内部管理体制の構築が追

いつかないという状況が生じる場合には、適切な業務運営が困難となり、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可

能性があります。

　

④情報管理体制について

   当社は、ユーザーのメールアドレスその他重要な情報を取り扱っているため、情報セキュリティ方針を策定

し、役職員に対し情報セキュリティに関する教育研修を実施し、また、ISO27001の認証を取得するなど、情報管

理体制の強化に積極的に取り組んでおります。

   しかしながら、何らかの理由で重要な情報が外部に漏洩した場合には、当事者への賠償と当社に対する社会的

信頼の失墜、さらなる情報管理体制構築のための支出等により、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

　

(７)M&A等に関するリスク

 当社は、将来の成長可能性の拡大に寄与すると判断する場合には、M&A等を実施し、企業規模の拡大に取り組む

方針であります。

　M&A等の実施に当たっては、対象企業の財務内容や契約関係等についての詳細な事前審査を行い、十分にリスク

検討をしておりますが、対象企業における偶発債務の発生や未認識債務の判明等事前の調査によっても把握でき

なかった問題が生じた場合や、事業展開が計画通りに進まない場合、投下資本の回収が困難になる等、当社の事

業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、M&A等により、当社が従来行っていない新規事業が加わる際

には、当該事業固有のリスク要因が加わる可能性があります。

 

(８)その他

①新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

 当社は、当社役員及び従業員に対するインセンティブを目的とし、新株予約権を付与しております。また、今

後におきましても、役員及び従業員に対しするインセンティブとして新株予約権を付与する可能性があります。

　これらの新株予約権が権利行使された場合、当社株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び

議決権割合が希薄化する可能性があります。

　

②自然災害、事故等について

   当社では、自然災害や事故等に備え、定期的なバックアップ、稼働状況の常時監視等によりトラブルの事前防

止又は回避に努めておりますが、当社所在地近辺において、大地震等の自然災害が発生した場合、当社設備の損

壊や電力供給の制限等の事業継続に支障をきたす事象が発生して、当社の事業及び業績に重要な影響を及ぼす可

能性があります。

　

③社歴が浅いこと

   当社は平成20年10月に設立された社歴の浅い会社であり、期間業績比較を行うために充分な期間の財務情報を

得られず、過年度の業績のみでは今後の業績を判断する情報としては不十分な可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

(１)スマートフォン・タブレット端末向けアプリプラットフォーム運営事業者との契約

相手方の名称
相手先の
所在地

契約の名称 契約期間 契約内容

Apple Inc. 米国
iOS Developer Program
License Agreement

１年間
（１年毎の自動更新）

iOS搭載端末向けアプリ
ケーションの配信及び販
売に関する契約

Google Inc. 米国
Androidマーケットデベ
ロッパー販売/配布契約書

定めなし
Android搭載端末向けアプ
リケーションの配信及び
販売に関する契約

 

 

 
６【研究開発活動】

 該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

(１)重要な会計方針及び見積り

 当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与

える見積りを必要としております。これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりま

すが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りとは異なる場合があります。

 

(２)財政状態の分析

 当事業年度末の総資産は48,012,575千円（前事業年度末比34,249,698千円増）となりました。主な要因としま

しては、現金及び預金の増加（同27,266,961千円増）、売掛金の増加（同4,747,254千円増）などが挙げられま

す。

（流動資産）

 当事業年度末の流動資産は45,346,492千円（前事業年度末比32,638,737千円増）となりました。主な要因は、

公募発行増資を実施したこと等による現金及び預金の増加（同27,266,961千円増）、売上高の増加に伴う売掛金

の増加（同4,747,254千円増）であります。

 
（固定資産）

 当事業年度末の固定資産は2,666,082千円（前事業年度末比1,610,961千円増）となりました。主な要因は、資

金決済に関する法律に基づく供託やオフィス移転のための敷金及び保証金の増加（同734,942千円増）、オフィス

移転を実施したことに伴う建物（純額）の増加（同329,712千円増）、投資有価証券の取得による増加（同

300,947千円増）であります。

 
（流動負債）

 当事業年度末の流動負債は17,498,262千円（前事業年度末比11,689,790千円増）となりました。主な要因は、

プラットフォーム使用料や広告宣伝費等の増加による未払金の増加（同2,326,470千円増）、売上高増加に伴う課

税所得増加による未払法人税等の増加（同7,249,341千円増）であります。

 
（固定負債）

 当事業年度末の固定負債は229,788千円（前事業年度末比151,927千円増）となりました。主な要因は、オフィス

移転を実施したことに伴う資産除去債務の増加（同151,927千円増）であります。

 
（純資産）

 当事業年度末の純資産は30,284,524千円（前事業年度末比22,407,980千円増）となりました。主な要因は、公

募発行増資を実施したこと等による資本金の増加（同4,691,417千円増）及び資本剰余金の増加（同4,691,417千

円増）、当期純利益計上に伴う利益剰余金の増加（同13,024,690千円増）であります。

 

(３)経営成績の分析

（売上高）

 当事業年度の売上高は、53,575,065千円（前事業年度比219.5％増）となりました。

 これは、既存オンラインアプリ「クイズRPG　魔法使いと黒猫のウィズ」や「軍勢RPG　蒼の三国志」等のコン

テンツが持続的な成長を続け売上伸長に貢献したことに加え、当事業年度に新たにリリースした「スリング

ショットブレイブズ」や「ほしの島のにゃんこ」、「白猫プロジェクト」等の新規コンテンツも好評だったこと

等により売上が増加したためであります。

 
（売上原価）

 当事業年度の売上原価は、新規コンテンツの開発・運営に係る労務費の増加、サーバ強化の設備投資に伴う賃

借料及び減価償却費の増加により、22,160,365千円（前事業年度比160.0％増）となりました。

 
（販売費及び一般管理費）

 当事業年度の販売費及び一般管理費は、売上高の増加に伴う回収代行手数料の増加、広告宣伝費の増加、従業

員増員に伴う労務費の増加等により、7,811,016千円（前事業年度比212.4％増）となりました。
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（営業外損益）

 当事業年度の営業外収益は10,291千円（前事業年度比82.3％減）となりました。主な内訳は、受取利息4,189千

円、為替差益5,205千円等であります。

 当事業年度の営業外費用は57,575千円（前事業年度比275.2％増）となりました。主な内訳は、公募発行増資実

施のための株式公開費用21,011千円、株式交付費36,563千円であります。

　

　これらの結果を受け、当事業年度の営業利益は23,603,683千円（前事業年度比310.9％増）、経常利益は

23,556,399千円（前事業年度比307.0％増）、当期純利益は13,024,690千円（前事業年度比312.6％増）となりま

した。

　

(４)キャッシュ・フローの状況

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要（２）

キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

　

(５)経営成績に重要な影響を与える要因について

当社は、「第２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」に記載のとおり、市場の成長速度、他社との競争力、技

術革新への対応度合い、コンテンツの健全性の確保、ネットワーク災害、コンプライアンスと内部管理体制等、

様々なリスク要因が当社の経営成績に重要な影響を与える可能性があると認識しております。

そのため、当社は、優秀な人材の採用、新規事業の開拓、魅力あるコンテンツの開発、有力企業との提携、コ

ンテンツの海外への展開、セキュリティ対策等により、経営成績に重要な影響を与えるリスク要因を分散し、リ

スクの発生を抑え、適切に対応していく所存であります。

　

(６)経営者の問題認識と今後の方針について

当社の経営者は、「第２ 事業の状況 ３ 対処すべき課題」に記載のとおり、当社が今後さらなる成長と発

展を遂げるためには、厳しい環境の中で様々な課題に対処していくことが必要であると認識しております。

そのために、当社の知名度の向上と新規ユーザーの獲得、コンテンツの拡充、サービスの安全性と健全性の確

保、システムの安定的な稼働、組織体制の整備、新技術への対応、海外事業拡大への対応を行ってまいります。

　

(７)経営戦略の現状と見通し

当社は、３つの世界一を達成するため、中長期的戦略として以下の事項に取り組んでまいります。

・スマートフォンゲーム世界ナンバーワン

開発体制を更に強化し、良質なゲームをユーザーに提供し続けるよう取り組みます。また日本のみならず海外

についてもユーザー利用の拡大を目指してまいります。

・リアル連携世界ナンバーワン

当社はO2Oビジネスに創業年度から着手しており、O2Oの先駆者としての自負をもっております。今後、コロ

カ・鉄道などのリアル連携モデルの拡大に取り組むとともに、よりユーザーのおでかけを促進することができる

よう努めてまいります。

・位置情報世界ナンバーワン

当社の位置情報活用サービスでは、スマートフォンやフィーチャーフォンを通じて取得・蓄積された位置情報

等を調査・分析し、観光動態調査レポートとして自治体や観光協会等に有償にて提供しております。今後は、当

データの社会的価値を認識してもらうことに努めるとともに、地域経済活性化への貢献を目的に、商業施設など

のエリアマーケティングを支援する商圏分析レポートの提供を行ってまいります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 当事業年度における設備投資の総額は、620,976千円であります。その主な内容は、オフィス移転に伴う内装工事

や社内利用機器等の取得によるものであります。

　

２【主要な設備の状況】

  当社における主要な設備は、以下のとおりであります。

平成26年９月30日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数
(名)

建物 工具、器具及び備品 ソフトウエア 合計

本社  

(東京都渋谷区)
業務施設 466,660 84,398 33,258 584,316 450(22)

データセンター  

(東京都文京区)
サーバ等 ― 2,806 ― 2,806 ―

 

  （注）１．金額には消費税等を含めておりません。

２．従業員数の( )は、臨時雇用者数の最近１年間の平均人員を外書しております。

３. 本社の建物は賃借中のものであり、帳簿価額は建物付属設備及び資産除去債務について記載しておりま

す。本社の建物の年間賃借料は465,757千円であります。

４. 当社の事業セグメントは、モバイルサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はし

ておりません。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(１)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 450,000,000

計 450,000,000
 

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成26年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年12月22日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 123,570,500 123,575,000
東京証券取引所

(市場第一部)
単元株式数は100株であります。

計 123,570,500 123,575,000 ― ―
 

(注)１．平成26年４月22日をもって、当社株式は東京証券取引所マザーズから同取引所市場第一部へ市場変更されて

おります。

２．提出日現在発行数には、平成26年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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(２)【新株予約権等の状況】

  会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第１回新株予約権（平成22年４月19日臨時株主総会決議）

 
事業年度末現在

（平成26年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成26年11月30日）

新株予約権の数(個) 913 913

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１、６ 1,369,500 1,369,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)２、６ １株当たり52 同左

新株予約権の行使期間(注)３
自 平成24年４月21日

至 平成32年４月20日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)６

発行価格      52

資本組入額    26
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得

については、当社取締役会の

決議による承認を要するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
(注)５ 同左

 

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、１株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

する。
　
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
　

また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的

となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整

を行うことができるものとする。

２．本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。な

お、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

①  当社が普通株式の分割または併合を行う場合
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

　
②  当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合

　
    

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × １株当たりの新規発行前の株価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

　
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株

式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分

する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとす

る。

③  当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。

３．権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。

４．新株予約権の行使の条件

①  新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要

する。

②  新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
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③  新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することが

できない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。

④  新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。

⑤  新株予約権１個の分割行使は認められない。

⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権

割当契約書に従う。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編

成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会

社法第236条第１項第８号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、

組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株

予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交

付することとする。

６．当社は、平成24年９月13日付で普通株式１株を100株にする株式分割を、平成25年６月１日付で普通株式１

株を５株にする株式分割を、平成25年10月１日付で１株を３株にする株式分割を行っております。このた

め、新株予約権１個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の

目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
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第２回新株予約権（平成22年８月18日臨時株主総会決議）

 
事業年度末現在

（平成26年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成26年11月30日）

新株予約権の数(個) 234 234

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１、６  351,000 351,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)２、６ １株当たり52 同左

新株予約権の行使期間(注)３
自 平成24年８月26日

至 平成32年８月25日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)６

発行価格      52

資本組入額    26
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得

については、当社取締役会の

決議による承認を要するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
(注)５ 同左

 

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、１株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

する。
　
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
　

また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的

となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整

を行うことができるものとする。

２．本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。な

お、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

　
②  当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合

　

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × １株当たりの新規発行前の株価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

　
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株

式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分

する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとす

る。

③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。

３．権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。

４．新株予約権の行使の条件

①  新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要

する。

②  新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。

③  新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することが

できない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。

EDINET提出書類

株式会社コロプラ(E27062)

有価証券報告書

24/83



④  新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。

⑤  新株予約権１個の分割行使は認められない。

⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権

割当契約書に従う。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編

成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会

社法第236条第１項第８号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、

組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株

予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交

付することとする。

６．当社は、平成24年９月13日付で普通株式１株を100株にする株式分割を、平成25年６月１日付で普通株式１

株を５株にする株式分割を、平成25年10月１日付で１株を３株にする株式分割を行っております。このた

め、新株予約権１個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の

目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
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第３回新株予約権（平成22年12月27日定時株主総会決議）

 
事業年度末現在

（平成26年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成26年11月30日）

新株予約権の数(個) 553 553

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１、６ 829,500 829,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)２、６ １株当たり94 同左

新株予約権の行使期間(注)３
自 平成24年12月28日

至 平成32年12月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)６

発行価格      94

資本組入額    47
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得

については、当社取締役会の

決議による承認を要するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
(注)５ 同左

 

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、１株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

する。
　
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
　
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的

となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整

を行うことができるものとする。

２．本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。な

お、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

①  当社が普通株式の分割または併合を行う場合
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

　
②  当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合

　

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × １株当たりの新規発行前の株価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

　
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株

式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分

する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとす

る。

③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。

３．権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。

４．新株予約権の行使の条件

①  新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要

する。

②  新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。

③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することが

できない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
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④  新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。

⑤  新株予約権１個の分割行使は認められない。

⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権

割当契約書に従う。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編

成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会

社法第236条第１項第８号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、

組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株

予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交

付することとする。

６．当社は、平成24年９月13日付で普通株式１株を100株にする株式分割を、平成25年６月１日付で普通株式１

株を５株にする株式分割を、平成25年10月１日付で１株を３株にする株式分割を行っております。このた

め、新株予約権１個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の

目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
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第４回新株予約権（平成22年12月27日定時株主総会決議）

 
事業年度末現在

（平成26年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成26年11月30日）

新株予約権の数(個) 31 31

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１、６  46,500 46,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)２、６ １株当たり94 同左

新株予約権の行使期間(注)３
自 平成24年12月28日

至 平成32年12月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)６

発行価格     94

資本組入額   47
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得

については、当社取締役会の

決議による承認を要するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
(注)５ 同左

 

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、１株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

する。
　

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
　

また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的

となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整

を行うことができるものとする。

２．本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。な

お、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

①  当社が普通株式の分割または併合を行う場合

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

　
　

②  当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × １株当たりの新規発行前の株価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

　
　

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株

式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分

する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとす

る。

③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。

３．権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。

４．新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の監査役または取締役であることを要

する。

②  新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。

③  新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することが

できない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
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④  新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。

⑤  新株予約権１個の分割行使は認められない。

⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権

割当契約書に従う。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編

成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会

社法第236条第１項第８号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、

組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株

予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交

付することとする。

６．当社は、平成24年９月13日付で普通株式１株を100株にする株式分割を、平成25年６月１日付で普通株式１

株を５株にする株式分割を、平成25年10月１日付で１株を３株にする株式分割を行っております。このた

め、新株予約権１個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の

目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
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第５回新株予約権（平成24年５月16日臨時株主総会決議）

 
事業年度末現在

（平成26年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成26年11月30日）

新株予約権の数(個) 2,935 2,920

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１、６ 4,402,500  4,380,000  

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)２、６ １株当たり94 同左

新株予約権の行使期間(注)３
自 平成26年５月17日

至 平成34年５月16日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)６

発行価格      94

資本組入額    47
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得

については、当社取締役会の

決議による承認を要するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
(注)５ 同左

 

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、１株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

する。
　
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
　
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的

となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整

を行うことができるものとする。

２．本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。な

お、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

①  当社が普通株式の分割または併合を行う場合
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

　
②  当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合

　
    

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × １株当たりの新規発行前の株価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

　
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株

式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分

する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとす

る。

③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。

３．権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。

４．新株予約権の行使の条件

①  新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要

する。

②  新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。

EDINET提出書類

株式会社コロプラ(E27062)

有価証券報告書

30/83



③  新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することが

できない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。

④  新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。

⑤  新株予約権１個の分割行使は認められない。

⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権

割当契約書に従う。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編

成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会

社法第236条第１項第８号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、

組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株

予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交

付することとする。

６．当社は、平成24年９月13日付で普通株式１株を100株にする株式分割を、平成25年６月１日付で普通株式１

株を５株にする株式分割を、平成25年10月１日付で１株を３株にする株式分割を行っております。このた

め、新株予約権１個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の

目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
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第６回新株予約権（平成25年12月20日取締役会決議）

 
事業年度末現在

（平成26年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成26年11月30日）

新株予約権の数(個) 9,374 9,334

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１ 937,400  933,400

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)２ １株当たり2,910 同左

新株予約権の行使期間(注)３
自 平成28年１月１日

至 平成34年１月22日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)４，５

発行価格  2,911

資本組入額 1,456
同左

新株予約権の行使の条件 (注)６ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得

については、当社取締役会の

決議による承認を要するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
(注)７ 同左

 

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、100株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

する。
　
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
　
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の

調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

２．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

　
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自

己株式の移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げる。
　

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × １株当たりの新規発行前の時価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

　
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額

の調整を行うことができるものとする。

３．権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。

４．発行価格は、本新株予約権の払込金額１株当たり１円と行使時の払込金額１株当たり2,910円を合算して

いる。

５．増加する資本金及び資本準備金に関する事項
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①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記５．①記

載の資本金等増加限度額から、上記５．①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成27年９月期乃至平成31年９月期のい

ずれかの決算期の有価証券報告書において計算されるEBITDA（以下、損益計算書に記載された税引

前当期純利益に、キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び支払利息

及び社債利息を加算した額をいう。なお、連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書に

記載された税金等調整前当期純利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、

のれん償却額及び支払利息及び社債利息を加算した額をいう。）の金額が一度でも500億円を超過し

ている場合にのみ、本新株予約権を権利行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等

により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて

定めるものとする。ただし、平成27年９月期乃至平成31年９月期のいずれかの期のEBITDAが100億円

を下回った場合、一切の新株予約権を行使することはできない。

②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役

または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が

あると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

７．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日

に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会

社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとす

る。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１.に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の

うえ、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記７．③に従って

決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

　　新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権

の行使期間の末日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　上記５．に準じて決定する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧　その他新株予約権の行使の条件

　　上記６．に準じて決定する。

⑨　新株予約権の取得事由及び条件

　　組織再編行為の条件を勘案のうえ決定する。

⑩　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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(３)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(４)【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。

 

(５)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年７月22日

(注)１
665 64,700 25,935 35,535 25,935 32,335

平成22年12月28日

(注)２
5 64,705 350 35,885 350 32,685

平成23年４月13日

(注)３
3,150 67,855 220,500 256,385 220,500 253,185

平成23年12月27日

(注)４
3,266 71,121 249,994 506,379 249,994 503,180

平成24年９月13日

(注)５
7,040,979 7,112,100 ― 506,379 ― 503,180

平成24年12月13日

(注)６
780,000 7,892,100 1,076,400 1,582,779 1,076,400 1,579,580

平成25年６月１日

(注)７
31,568,400 39,460,500 ― 1,582,779 ― 1,579,580

平成25年10月１日

(注)８
78,921,000 118,381,500 ― 1,582,779 ― 1,579,580

平成25年10月１日～

平成26年３月31日

(注)９

387,000 118,768,500 12,739 1,595,518 12,739 1,592,319

平成26年４月21日

(注)10
3,800,000 122,568,500 4,634,860 6,230,378 4,634,860 6,227,179

平成26年４月１日～

平成26年９月30日

(注)９

1,002,000 123,570,500 43,818 6,274,196 43,818 6,270,997

平成26年10月１日～

平成26年11月30日

(注)９

4,500 123,575,000 211 6,274,408 211 6,271,209

 

（注）１．有償第三者割当

    発行価格      78,000円

    資本組入額    39,000円

    割当先  千葉功太郎、長谷部潤、土屋雅彦、石渡進介

 ２．有償第三者割当

    発行価格      140,000円

   資本組入額    70,000円

    割当先  長谷川哲造

 ３．有償第三者割当

    発行価格      140,000円

   資本組入額    70,000円

    割当先  KDDI株式会社

 ４．転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使

    発行価格      153,089円

   資本組入額    76,544円

   割当先 ジャフコSV3-1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ジャフコ

 ５．株式分割（１：100）

 ６．有償一般募集（ブックビルディング方式）

　　発行価格　　3,000円

　　引受価額　　2,760円
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　　資本組入額　1,380円

 ７．株式分割（１：５）

 ８．株式分割（１：３）

 ９．新株予約権の行使による増加であります。

 10．有償一般募集

　　発行価格　　2,572円

　　発行価額　　2,439.40円

　　資本組入額　1,219.70円

 

(６)【所有者別状況】

 平成26年９月30日現在
 　

区分

株式の状況　(１単元の株式数 100株) 単元未満株
式

の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主(人) ― 25 65 241 187 46 38,234 38,798 －

所有株式数(単
元)

― 97,043 46,731 61,144 111,586 903 918,080 1,235,487 21,800

所有株式数の
割合(％)

― 7.85 3.78 4.94 9.03 0.07 74.30 100.00 －
 

(注)自己株式190株は、「個人その他」に１単元及び「単元未満株式の状況」に90株を含めて記載しております。

 

(７)【大株主の状況】

 平成26年９月30日現在
 　

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

馬場　功淳 東京都渋谷区 69,775,200 56.47

KDDI株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 5,100,000 4.13

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,312,400 1.87

日本マスタートラスト信託銀行株式会
社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 2,083,500 1.69

千葉　功太郎 神奈川県鎌倉市 1,990,000 1.61

資産管理サービス信託銀行株式会社
(証券投資信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番12号　晴海
トリトンスクエアタワーZ

1,158,200 0.94

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG
(FE-AC)
(常任代理人　株式会社三菱東京UFJ銀
行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号　
決済事業部)

1,110,608 0.90

株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 972,400 0.79

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10
号

933,300 0.76

MORGAN STANLEY&CO.LLC
(常任代理人　モルガン・スタンレー
MUFG証券株式会社)

1585 BROADWAY NEW YORK,NEW YORK
10036,U.S.A.
(東京都千代田区大手町一丁目９番７号　
大手町フィナンシャルシティ　サウスタ
ワー)

873,544 0.71

計 ― 86,309,152 69.85
 

(注)　１．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

２．信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主

名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
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(８)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成26年９月30日現在
 　

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

100

－ 単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)
普通株式

123,548,600
1,235,486 同上

単元未満株式
普通株式

21,800
－ －

発行済株式総数 123,570,500 － －

総株主の議決権 － 1,235,486 －
 

(注)「単元未満株式」には、当社所有の自己株式90株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成26年９月30日現在
 　

所有者の
氏名又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)

株式会社コロプラ
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00
 

(注)上記自己保有株式には、単元未満株式90株は含まれておりません。
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(９)【ストックオプション制度の内容】

   当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方

法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。

 

  第１回（平成22年４月19日臨時株主総会決議）

決議年月日 平成22年４月19日

付与対象者の区分及び人数(名) 取締役２及び従業員32(注)

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。
 

(注)退職による権利の喪失等により、平成26年11月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役２名、従業員18

名、合計20名となっております。

 

  第２回（平成22年８月18日臨時株主総会決議）

決議年月日 平成22年８月18日

付与対象者の区分及び人数(名) 取締役３

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。
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  第３回（平成22年12月27日定時株主総会決議）

決議年月日 平成22年12月27日

付与対象者の区分及び人数(名) 従業員57(注)

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。
 

（注)退職による権利の喪失等により、平成26年11月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役１名、従業員27

名、合計28名となっております。

 

  第４回（平成22年12月27日定時株主総会決議）

決議年月日 平成22年12月27日

付与対象者の区分及び人数(名) 監査役１

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。
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 第５回（平成24年5月16日臨時株主総会決議）

決議年月日 平成24年５月16日

付与対象者の区分及び人数(名) 取締役４及び従業員85(注)

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上  

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。
 

(注)退職による権利の喪失等により、平成26年11月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役４名、従業員67

名、合計71名となっております。

 

 第６回（平成25年12月20日取締役会決議）

決議年月日 平成25年12月20日

付与対象者の区分及び人数(名) 取締役５及び従業員234(注)

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。
 

(注)退職による権利の喪失等により、平成26年11月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役５名、従業員215

名、合計220名となっております。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 　会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

(１)【株主総会決議による取得の状況】

  該当事項はありません。

 

(２)【取締役会決議による取得の状況】

  該当事項はありません。

 

(３)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 190 521

当期間における取得自己株式 ― ―
 

(注)当期間における取得自己株式には、平成26年12月１日から本報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株

式数は含めておりません。

 

(４)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った
取得自己株式

－ － － －

合併、株式交換、会社分割に
係る移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他(―) － － － －

保有自己株式数 190 － 190 －
 

(注)当期間における保有自己株式には、平成26年12月１日から本報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株

式数は含めておりません。

 

３【配当政策】

 当社は利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当

を継続して実施していくことを基本方針としております。

 また、当社は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。その他年１回中間

配当を行うことができる旨を定款で定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株

主総会、中間配当については取締役会であります。

 当事業年度につきましては、平成26年４月22日をもちまして東京証券取引所マザーズから東京証券取引所市場第

一部指定銘柄となりましたことから、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表明するため、また、上記利益配分

の基本方針に鑑み、１株につき記念配当10円の配当を実施することといたしました。

　当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円)

平成26年12月19日
定時株主総会

1,235,703 10.00
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４【株価の推移】

(1)【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

決算年月 平成22年９月 平成23年９月 平成24年９月 平成25年９月 平成26年９月

最高(円) ― ― ―
40,950
※2,345

4,975
※4,475

最低(円) ― ― ―
2,930

※2,100
1,964

※2,260
 

(注) １．最高・最低株価は、平成26年４月22日より東京証券取引所市場第一部における株価であり、それ以前は東京

証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。

　　なお、第６期の最高・最低株価のうち、※印は東京証券取引所マザーズにおける株価であります。

２．当社株式は、平成24年12月13日付で東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該

当事項はありません。

３．第５期の※印は、株式分割による権利落後の株価であります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成26年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円)
2,667

※2,988
2,538 3,025 3,960 4,975 4,410

最低(円)
2,510

※2,466
1,964 2,375 2,580 3,525 3,485

 

(注) 最高・最低株価は、平成26年４月22日より東京証券取引所市場第一部における株価であり、それ以前は東京証

券取引所マザーズにおける株価を記載しております。

 なお、平成26年４月の最高・最低株価のうち、※印は東京証券取引所マザーズにおける株価であります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役

社長
－ 馬場  功淳 昭和53年１月７日生

平成15年３月 株式会社ケイ・ラボラト

リー(現KLab株式会社)入社

(注)３ 69,775,200平成19年４月 グリー株式会社入社

平成20年10月 当社設立 代表取締役社長

(現任)

取締役

副社長
次世代部長 千葉  功太郎 昭和49年５月11日生

平成９年４月 株式会社リクルート入社

(注)３ 1,990,000

平成12年１月 株式会社サイバード入社

平成13年６月 株式会社ケイ・ラボラト

リー(現KLab株式会社)入社

同社取締役

平成21年１月 当社取締役

平成21年12月 当社取締役副社長(現任)

取締役 管理部長 土屋  雅彦 昭和36年６月28日生

平成９年４月 株式会社アクセス(現株式

会社ACCESS)入社

(注)３ 63,000

平成13年10月 株式会社ケイ・ラボラト

リー(現KLab株式会社)入社

平成16年11月 同社取締役

平成20年６月 株式会社Mi Cafeto監査役

平成20年８月 株式会社アイ・ウェイブ・

デザイン取締役

平成22年１月 当社入社

平成22年７月 当社取締役(現任)

取締役 経営企画部長 長谷部  潤 昭和40年11月９日生

平成２年４月 大和証券株式会社入社

(注)３ 96,000

平成12年７月 大和総研株式会社入社

平成21年８月 大和証券エスエムビーシー

株式会社(現大和証券株式

会社)金融証券研究所 転籍

平成22年７月 当社取締役(現任)

取締役 ― 吉岡  祥平 昭和53年４月29日生

平成14年７月 ヤフー株式会社入社

(注)３ 10,500

平成18年10月 グリー株式会社入社

平成19年８月 株式会社電通国際情報サー

ビス入社

平成22年６月 当社入社

平成23年４月 当社取締役(現任)

取締役
サービス統括

本部長
石渡　亮介 昭和47年４月24日生

平成13年５月 株式会社International　

CreativeMarketing(現株式

会社KANTAR JAPAN)入社

(注)４ ―

平成18年１月 有限会社キャップス入社

平成21年９月 株式会社ナビット入社

平成22年９月 当社入社

平成25年４月 サービス統括本部第２スタ

ジオ部長(現任)

平成25年10月 サービス統括本部長(現任)

平成26年12月 当社取締役(現任)

取締役
Kuma the Bear

開発本部長
森先　一哲 昭和51年11月７日生

平成15年２月 株式会社セガ入社

(注)４ ―

平成15年10月 キューエンタテイメント株

式会社入社

平成24年３月 当社入社

平成24年10月 Kuma the Bear開発部長

平成25年10月 Kuma the Bear開発本部ス

タジオＡ部長(現任)

平成25年10月 Kuma the Bear開発本部長

(現任)

平成26年12月 当社取締役(現任)

取締役 － 石渡  進介 昭和44年８月30日生

平成10年４月 牛島法律事務所（現牛島総

合法律事務所）入所

(注)３ 30,000

平成12年４月 上杉法律事務所（現霞が関

法律事務所）入所

平成13年１月 Field-R法律事務所設立

平成19年10月 クックパッド株式会社取締

役

平成20年８月
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ヴァスコ・ダ・ガマ法律会

計事務所設立

パートナー弁護士(現任)

平成22年７月 当社取締役(現任)

平成23年３月 クックパッド株式会社執行

役就任（現任）
 

EDINET提出書類

株式会社コロプラ(E27062)

有価証券報告書

43/83



 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

常勤監査役 － 長谷川  哲造 昭和25年３月26日生

昭和48年４月 大和証券株式会社入社

(注)５ 4,500

平成11年４月 大和証券SBキャピタル・

マーケッツ株式会社（現大

和証券株式会社）入社

平成16年２月 大和証券SMBCプリンシパ

ル・インベストメンツ株式

会社取締役

平成17年５月 株式会社キャビン取締役

平成17年６月 ダイワ精工株式会社（現グ

ローブライド株式会社）取

締役

平成17年10月 株式会社丸井今井取締役

平成19年６月 三井鉱山株式会社（現日本

コークス工業株式会社）取

締役

平成19年12月 HMVジャパン株式会社代表

取締役会長

平成20年６月 大和サンコー株式会社監査

役

株式会社大和総研（現株式

会社大和総研ホールディン

グス）監査役

大和ペンション・コンサル

ティング株式会社監査役

平成20年10月 株式会社大和総研ビジネ

ス・イノベーション監査役

平成22年９月 当社監査役（現任）

監査役 － 月岡  涼吾 昭和46年11月19日生

平成８年４月 大日本印刷株式会社入社

(注)５ －

平成11年１月 税理士法人プライスウォー

ターハウスクーパース入所

平成15年４月 公認会計士登録

平成18年７月 月岡公認会計士事務所設立

  所長（現任）

平成22年12月 当社監査役（現任）

監査役 － 飯田 耕一郎 昭和46年10月15日生

平成８年４月 弁護士登録

森綜合法律事務所（現森・

濱田松本法律事務所）入所

（現任） (注)５ －

平成17年６月 米国カリフォルニア州弁護

士登録

平成23年12月 当社監査役（現任）

    計 71,969,200
 

（注）１．取締役石渡進介は、本報告書提出日現在の会社法における社外取締役であります。

２．監査役長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎は、社外監査役であります。

３．平成25年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成26年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までであります。

５．平成24年９月12日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までであります。

６．取締役石渡亮介は、取締役石渡進介の弟であります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(１)【コーポレート・ガバナンスの状況】

(コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方)

  当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いて

いくために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。

 具体的には、代表取締役社長以下、当社の経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて

適切な経営判断を行い、当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性

を向上させること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構

築すること、ならびに監査役が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えておりま

す。

　

①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

イ. 会社の機関の基本説明

  当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。

　

ロ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制と採用理由

 当社は、監査役会設置会社であります。監査役は全員社外監査役であり、他の会社の役員経験者、公

認会計士・税理士、及び弁護士の３名であり、各自が豊富な実務経験と専門的知識を有しております。

 取締役のうち１名は提出日現在の会社法における社外取締役であり、取締役会の他、毎週開催される

経営会議に出席しております。

 当社が属する業界はまだ成長途上にあり、他社との競争も激しいため、経営戦略を迅速に実行してい

く必要がある一方で、社会的信頼を得るために経営の透明性及び健全性の観点から、当該企業統治の体

制を採用しております。

　当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。
　

　

  ⅰ）取締役会

 当社の取締役会は提出日現在、取締役８名で構成され、うち１名が提出日現在の会社法における

社外取締役かつ弁護士であります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取

締役会を毎月１回開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款

及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。
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 ⅱ）監査役会

 当社の監査役会は提出日現在、監査役３名で構成され、全て社外監査役であり、うち１名が常勤

監査役であります。社外監査役には公認会計士・税理士及び弁護士をそれぞれ１名含んでおりま

す。監査役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べており

ます。監査役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月１回開催するほか必要に応じて

臨時監査役会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催するこ

とにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。

  ⅲ）経営会議

 当社では、原則として毎週１回経営会議を開催し、取締役会決議事項以外の重要な決議、各事業

部門からの報告事項が上程され、審議等を行うことにより、経営の透明性を図っております。経営

会議の出席者は全取締役、常勤監査役及び役員等が会議の進行のために必要と認めた従業員であり

ます。

　

ハ. 内部統制システムの整備の状況

 当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針及び各種規程を制

定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機

能していることを確認するため、内部監査室による内部監査を実施しております。

 当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整

備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。

ⅰ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(１) 当社では、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等

に則った職務執行を行う。

(２) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携し

て、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

(３) 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執

行の決定と取締役の職務の監督を行う。

(４) 監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。

(５) 社内外の通報窓口につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み（以下「公益通報制

度」という。）を構築する。

(６) 取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、賞罰委員会による処罰の対

象とする。

ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

(１) 文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要

文書（電磁的記録を含む。）は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理す

る。

(２) 情報管理諸規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。

ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(１) 取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要

性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。

(２) 災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、事業継続計画を策定する。

ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(１) 取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じ

て随時開催する。

(２) 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に

職務を執行する。

(３) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及

び稟議規程を制定する。

ⅴ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(１) 職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。

(２) 必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。

(３) 個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。

また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努め

る。
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ⅵ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(１) 監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人（以下、「監査役の補助者」という。）を置く

ことを取締役会に対して求めることができる。

(２) 監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要

とする。

ⅶ)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

(１) 取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重

要な会議体で決議された事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役

に報告する。

(２) 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。

ⅷ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(１) 監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役及び重

要な使用人からヒアリングを行う。

(２) 監査役は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。

(３) 監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることがで

きる。

(４) 監査役は、定期的に内部監査室長と意見交換を行い、連携の強化を図る。

　

ニ．リスク管理体制の整備の状況

 当社におけるリスク管理体制は、リスク管理規程に基づき、リスク対策委員会が対応しております。

リスク対策委員長が指名したリスク委員が他の事業部門と連携し、情報を収集及び共有することによ

り、リスクの早期発見と未然防止に努めております。

　

ホ. 責任限定契約の内容の概要

 当社と提出日現在の会社法における社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該

社外取締役または当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がな

いときに限られます。

　

②内部監査及び監査役監査の状況

 当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が担当しており、専任者を２名配置しておりま

す。内部監査室は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認

を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査

対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。

 内部監査室は、監査役及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図ってお

ります。

 当社の監査役会は、社外監査役３名により構成され、うち１名の常勤監査役を選任しております。各監

査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月１回開催されている監査役会において、情

報共有を図っております。監査役監査は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議

への出席、実地監査、意見聴取を行っております。

 各監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を

受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性

により監査役監査を実施し、監査役会の報告につなげており、情報共有を図っております。また、取締役

会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。

 なお、社外監査役月岡涼吾は、公認会計士・税理士の資格を有しており、会計の専門家としての立場か

ら、当社の財務・税務及び会計に関する提言・助言及び当社取締役の職務の執行につき、提言・助言を

行っております。
　

EDINET提出書類

株式会社コロプラ(E27062)

有価証券報告書

47/83



 

③会計監査の状況

 当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人または同監査法人の業

務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査

業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。

・ 業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員・業務執行社員    吉村  孝郎

指定有限責任社員・業務執行社員   淡島 國和

・ 監査業務における補助者の構成

公認会計士  ２名

その他      ７名

　

④社外取締役及び社外監査役との関係

 提出日現在、当社は提出日現在の会社法における社外取締役を１名、社外監査役を３名それぞれ選任し

ております。

 当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び

社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観

性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有

していること、また会社との関係、代表取締役及びその他の取締役との関係を勘案して独立性に問題がな

いことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。

 提出日現在の会社法における社外取締役石渡進介は、インターネット業界における経営者としての豊富

な経験と見識を有しており、また弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しておりま

す。

 社外監査役長谷川哲造は、証券業界における長期の職務経験と他の会社における取締役または監査役と

しての豊富な経験を有しております。

 社外取締役石渡進介及び社外監査役長谷川哲造は、毎月１回開催する定時取締役会、必要に応じて開催

する臨時取締役会及び社内会議に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に

行っております。

 社外監査役月岡涼吾は、公認会計士及び税理士としての高度な人格と会計税務に関する専門的な知識を

有しております。

  社外監査役飯田耕一郎は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しております。

 社外監査役月岡涼吾及び飯田耕一郎は、毎月１回開催する定時取締役会に出席し、客観的な立場から職

務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。

 提出日現在、提出日現在の会社法における社外取締役石渡進介は当社の株式を30,000株保有しており、

社外監査役長谷川哲造は当社の株式を4,500株所有しております。また、当社は新株予約権を社外取締役石

渡進介へ278個、社外監査役長谷川哲造へ31個それぞれ付与しております。

 また、提出日現在の会社法における社外取締役である石渡進介は、クックパッド株式会社の執行役であ

りますが、当社と同社との重要な営業上の取引はありません。

 なお、これらの関係以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間にその他の利害関係はありません。

　

⑤役員の報酬等

 イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等
の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数
（名）基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役

(提出日現在の会社法

における社外取締役

を除く。)

150,750 150,750 ― ― ― ５

社外役員 28,549 28,549 ― ― ― ４
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  ロ．提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

　

  ハ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

 該当事項はありません。

　

  ニ．役員の報酬等の決定に関する方針

当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決

定しております。各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定

し、監査役については監査役の協議にて決定しております。

　

⑥定款で定めた取締役の定数

  当社の取締役は、11名以内とする旨を定款に定めております。

　

⑦取締役及び監査役の選任決議

 当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

　また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

　

⑧中間配当

　当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年３月31日を基準日として中間

配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするため

であります。

　

⑨株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議につい

て、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３

分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

　

⑩自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができ

る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行

うためであります。

　

⑪株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　　該当事項はありません。

　

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び

保有目的

 　該当事項はありません。

　

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式

 

前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式 ― 300,885 ― ― ―
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(２)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
(千円)

非監査業務に基づく報酬
(千円)

監査証明業務に基づく報酬
(千円)

非監査業務に基づく報酬
(千円)

16,000 1,000 18,000 2,460
 

 

②【その他重要な報酬の内容】

 (前事業年度及び当事業年度)

  該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 (前事業年度)

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場申請のためのコン

フォートレター作成業務であります。

 

 (当事業年度)

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、東京証券取引所本則市場への市

場変更及び新株式発行のためのコンフォートレター作成業務等であります。

 

④【監査報酬の決定方針】

 該当事項はありませんが、監査報酬については、当社の規模及び特性、監査日数等の諸要素を勘案し、監査

役の同意のもと、取締役会で決定しております。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成25年10月１日から平成26年９月30日

まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

 

３．連結財務諸表について

 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとし

て、連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。

  ①資産基準                 0.20％

  ②売上高基準               0.17％

  ③利益基準                 0.25％

  ④利益剰余金基準           0.15％

　※会社間項目の消去後の数値により算出しております。

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

  当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ

加入しております。また、公益財団法人財務会計基準機構等の専門的な情報を有する団体等が主催する研修・セミ

ナーに積極的に参加しております。
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１【財務諸表等】

(１)【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成25年９月30日)
当事業年度

(平成26年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 8,317,259 35,584,220

  売掛金 3,891,860 8,639,115

  貯蔵品 7,850 3,949

  前払金 101,654 268,462

  前払費用 47,351 118,468

  繰延税金資産 329,796 728,361

  その他 13,431 5,157

  貸倒引当金 △1,449 △1,243

  流動資産合計 12,707,754 45,346,492

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 162,578 678,019

    減価償却累計額 △25,629 △211,358

    建物（純額） 136,948 466,660

   工具、器具及び備品 122,689 207,356

    減価償却累計額 △88,339 △120,151

    工具、器具及び備品（純額） 34,349 87,204

   有形固定資産合計 171,298 553,864

  無形固定資産   

   のれん 92,235 －

   ソフトウエア 32,803 33,258

   無形固定資産合計 125,038 33,258

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※1  15,035 315,983

   関係会社株式 48,800 48,800

   敷金及び保証金 317,135 ※1  1,052,077

   繰延税金資産 377,813 662,097

   投資その他の資産合計 758,784 2,078,959

  固定資産合計 1,055,121 2,666,082

 資産合計 13,762,876 48,012,575
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成25年９月30日)
当事業年度

(平成26年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  未払金 2,375,644 4,702,115

  未払費用 145,070 81,593

  未払法人税等 2,658,219 9,907,561

  未払消費税等 356,557 1,906,984

  前受金 259,682 881,147

  預り金 13,297 18,620

  その他 － 237

  流動負債合計 5,808,471 17,498,262

 固定負債   

  資産除去債務 77,861 229,788

  固定負債合計 77,861 229,788

 負債合計 5,886,332 17,728,050

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,582,779 6,274,196

  資本剰余金   

   資本準備金 1,579,580 6,270,997

   資本剰余金合計 1,579,580 6,270,997

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 4,714,186 17,738,877

   利益剰余金合計 4,714,186 17,738,877

  自己株式 － △521

  株主資本合計 7,876,546 30,283,551

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △2 38

  評価・換算差額等合計 △2 38

 新株予約権 － 935

 純資産合計 7,876,544 30,284,524

負債純資産合計 13,762,876 48,012,575
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②【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成24年10月１日
　至 平成25年９月30日)

当事業年度
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 16,767,114 53,575,065

売上原価 8,522,251 22,160,365

売上総利益 8,244,862 31,414,699

販売費及び一般管理費 ※1,※2  2,500,225 ※1  7,811,016

営業利益 5,744,637 23,603,683

営業外収益   

 受取利息 4,680 4,189

 為替差益 53,014 5,205

 雑収入 297 896

 営業外収益合計 57,991 10,291

営業外費用   

 株式交付費 13,343 36,563

 株式公開費用 2,000 21,011

 営業外費用合計 15,343 57,575

経常利益 5,787,285 23,556,399

税引前当期純利益 5,787,285 23,556,399

法人税、住民税及び事業税 3,043,829 11,214,580

法人税等調整額 △413,226 △682,871

法人税等合計 2,630,602 10,531,708

当期純利益 3,156,683 13,024,690
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【売上原価明細書】

  
前事業年度

（自 平成24年10月１日
至 平成25年９月30日）

当事業年度
（自 平成25年10月１日
至 平成26年９月30日）

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 労務費  1,053,651 12.4 1,727,848 7.8

Ⅱ 経費 ※1 7,469,406 87.6 20,424,223 92.2

  当期総製造費用  8,523,057 100.0 22,152,071 100.0

 当期商品仕入高  ―  8,294  

合  計  8,523,057  22,160,365  

  他勘定振替高 ※2 805  ―  

  売  上  原  価  8,522,251  22,160,365  
 

（注）※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自 平成24年10月１日
至 平成25年９月30日）

当事業年度
（自 平成25年10月１日
至 平成26年９月30日）

プラットフォーム使用料 4,280,788千円 15,357,629千円

ロイヤルティー 1,658,763千円 2,227,795千円

サーバー等使用料 398,864千円 1,175,308千円

業務委託費 407,415千円 657,680千円

賃借料 329,407千円 207,088千円
 

 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自 平成24年10月１日
至 平成25年９月30日）

当事業年度
（自 平成25年10月１日
至 平成26年９月30日）

研究開発費 805千円 ―

合計 805千円 ―
 

 

  ３.原価計算の方法

原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度（自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日）

（単位：千円）

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 506,379 503,180 503,180 1,557,503 1,557,503 2,567,063 － － 2,567,063

当期変動額 　 　 　 　 　 　 　 　 　

新株の発行 1,076,400 1,076,400 1,076,400 　 　 2,152,800 　 　 2,152,800

当期純利益 　 　 　 3,156,683 3,156,683 3,156,683 　 　 3,156,683

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　 　 △2 △2 △2

当期変動額合計 1,076,400 1,076,400 1,076,400 3,156,683 3,156,683 5,309,483 △2 △2 5,309,480

当期末残高 1,582,779 1,579,580 1,579,580 4,714,186 4,714,186 7,876,546 △2 △2 7,876,544
 

 

 当事業年度（自 平成25年10月１日 至 平成26年９月30日）

（単位：千円）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益

剰余金
利益剰余金合計

繰越利益

剰余金

当期首残高 1,582,779 1,579,580 1,579,580 4,714,186 4,714,186 － 7,876,546

当期変動額 　 　 　 　 　  　

新株の発行 4,634,860 4,634,860 4,634,860 　 　  9,269,720

新株の発行

(新株予約権の行使)
56,557 56,557 56,557    113,115

当期純利益 　 　 　 13,024,690 13,024,690  13,024,690

自己株式の取得      △521 △521

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　  　

当期変動額合計 4,691,417 4,691,417 4,691,417 13,024,690 13,024,690 △521 22,407,004

当期末残高 6,274,196 6,270,997 6,270,997 17,738,877 17,738,877 △521 30,283,551
 

 

　

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △2 △2 － 7,876,544

当期変動額 　 　  　

新株の発行 　 　  9,269,720

新株の発行

(新株予約権の行使)
   113,115

当期純利益 　 　  13,024,690

自己株式の取得    △521

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
40 40 935 975

当期変動額合計 40 40 935 22,407,980

当期末残高 38 38 935 30,284,524
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④【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
（自 平成24年10月１日

　  至 平成25年９月30日）

当事業年度
（自 平成25年10月１日

　  至 平成26年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 5,787,285 23,556,399

 減価償却費 53,161 150,705

 のれん償却額 30,745 92,235

 株式交付費 13,343 36,563

 為替差損益（△は益） △54,827 △7,263

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △946 △206

 受取利息及び受取配当金 △4,680 △4,189

 売上債権の増減額（△は増加） △2,529,498 △4,747,254

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,805 3,901

 未払金の増減額（△は減少） 1,439,668 2,013,993

 未払消費税等の増減額（△は減少） 286,126 1,550,427

 
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

26,153 98,623

 前受金の増減額（△は減少） 224,645 621,465

 前払金の増減額（△は増加） △84,936 △166,808

 その他 91,311 △116,945

 小計 5,275,745 23,081,647

 利息の受取額 4,726 4,176

 法人税等の支払額 △1,142,085 △4,063,862

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,138,386 19,021,961

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △555,986 －

 定期預金の払戻による収入 1,351,881 －

 有形固定資産の取得による支出 △76,695 △34,470

 無形固定資産の取得による支出 △10,582 △17,653

 投資有価証券の取得による支出 △15,039 △300,885

 敷金及び保証金の差入による支出 △123,472 △1,634,475

 敷金及び保証金の回収による収入 64,389 899,533

 関係会社株式の取得による支出 △48,800 －

 事業譲受による支出 △210,000 －

 その他 △33,148 －

 投資活動によるキャッシュ・フロー 342,546 △1,087,950

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 株式の発行による収入 2,137,456 9,325,260

 その他 － 427

 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,137,456 9,325,687

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,938 7,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,624,328 27,266,961

現金及び現金同等物の期首残高 1,692,930 8,317,259

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  8,317,259 ※1  35,584,220
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(１)関係会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

 

(２)その他有価証券

①時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しております。

②時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しておりま

す。

 

３．固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ８～18年

工具、器具及び備品 ２～10年
 

 

(２)無形固定資産

　定額法を採用しております。

のれん １年

ウェブを利用したサービス提供に係るソフトウエア ３年（社内における利用可能期間）

その他 ５年
 

 

４．繰延資産の処理方法

　　株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

 

５．引当金の計上基準

　　貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ケ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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(表示方法の変更)

(キャッシュ・フロー計算書)

前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前払金の増減額

（△は増加）」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示

方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に表示していた6,374千円は、「前払金の増減額（△は増加）」△84,936千円、「その他」91,311千

円として組み替えております。

 
 以下の事項について、記載を省略しております。

財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略し

ております。

 

(貸借対照表関係)

※１　担保等に供している資産

　　　資金決済に関する法律に基づき、次のとおり供託しております。

 
前事業年度

（平成25年９月30日）

当事業年度

（平成26年９月30日）

投資有価証券 15,035千円 ―

敷金及び保証金 ― 473,195千円
 

 

(損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成24年10月１日

　　至　平成25年９月30日）

当事業年度

（自　平成25年10月１日

　　至　平成26年９月30日）

広告宣伝費 985,173千円 5,508,734千円

給料手当 325,368千円 473,588千円

採用費 244,556千円 328,342千円

決済手数料 307,568千円 288,332千円

役員報酬 125,545千円 179,300千円

減価償却費 11,178千円 31,277千円

貸倒引当金繰入額 △267千円 497千円

     
 

おおよその割合     

　販売費 52％ 75％

　一般管理費 48％ 25％
 

 
※２　研究開発費の総額

 
前事業年度

（自　平成24年10月１日

　　至　平成25年９月30日）

当事業年度

（自　平成25年10月１日

　　至　平成26年９月30日）

一般管理費に含まれる研究開発費 805千円 ― 
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自　平成24年10月１日　至　平成25年９月30日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 7,112,100 32,348,400 ― 39,460,500
 

(変動事由の概要)

　　有償一般募集（ブックビルディング方式）による増加　 　780,000株

　　株式の分割による増加　　　　　　　　　　　　　　　31,568,400株

 

２．自己株式に関する事項

　　該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

　　該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 39,460,500 84,110,000 ― 123,570,500
 

(変動事由の概要)

　　株式の分割による増加　　　　　　　 78,921,000株

　　有償一般募集による増加　　　　　　　3,800,000株　

　　新株予約権の権利行使による増加　　　1,389,000株

 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) ― 190 ― 190
 

(変動事由の概要)

　　単元未満株式の買取請求による増加　　　　　190株

 

３．新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株)
当事業年度
末残高
(千円)

 
当事業
年度期首

 

増加 減少
当事業
年度末

第６回新株予約権 普通株式 ― 948,300 10,900 937,400 935

合計 ― 948,300 10,900 937,400 935
 

(注)１．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載して

おります。

　　２．目的となる株式の数の変動事由の概要

　　　　　第６回新株予約権の増加は、付与によるものであります。

　　　　　第６回新株予約権の減少は、権利失効によるものであります。

　　３．第６回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 

４．配当に関する事項

　(１)配当金支払額

　　該当事項はありません。

 

　(２)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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決議 株式の種類 配当の原資
配当金
の総額
(千円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成26年12月19日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,235,703 10.00
平成26年
９月30日

平成26年
12月22日

 

 

 
(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

（自　平成24年10月１日

　　至　平成25年９月30日）

当事業年度

（自　平成25年10月１日

　　至　平成26年９月30日）

現金及び預金 8,317,259千円 35,584,220千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 ―  ―

現金及び現金同等物 8,317,259千円 35,584,220千円
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(リース取引関係)

該当事項はありません。

 

 
(金融商品関係)

前事業年度(平成25年９月30日)

１．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取組方針

当社は、必要な資金を主に自己資金で賄っております。また、資金運用については、主に短期的な預金等

によっております。

 

(２）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、保証金として供託している国債であり、発行体のリスクまたは市場価格の変動リスクに

晒されております。

関係会社株式は、時価評価されていない有価証券であるため、市場価格の変動リスクはありません。

また、敷金及び保証金は、本社オフィスの賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されて

おりますが、賃貸借契約締結に際し差入先の信用状況を把握しております。

営業債務である未払金、未払法人税等、未払消費税等は、そのほとんどが１年以内に決済または納付期限

が到来するものであります。

当社が利用するデリバティブは、円・ドル為替相場に連動した預金の運用によるものであり、また、その

他の外貨建金銭債権債務についても、為替相場の変動によるリスクに晒されております。

 

(３）金融商品に係るリスク管理体制

　① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、社内規程等に従い、営業担当者が主要な取引先の状況を定期的にモニタリン

グし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握

や軽減を図っております。

　② 市場価格の変動リスクの管理

定期的に時価等を把握し、リスクの軽減に努めております。

　③ 為替リスク（外国為替の変動リスク）の管理

デリバティブ取引は、取締役会決議の枠内で実行しており、毎月の運用状況を取締役会で報告しておりま

す。また、外貨建金銭債権債務については、為替変動の状況をモニタリングし、毎月の取締役会で報告して

おります。

 

(４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因

を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは次表に含まれておりません（(注)２参照）。

 
貸借対照表計上額

(千円)

時価

(千円)

差額

(千円)

(１)現金及び預金 8,317,259 8,317,259 ―

(２)売掛金 3,891,860   
　　　貸倒引当金（※） △1,449   
　　売掛金（純額） 3,890,410 3,890,410 ―

(３)投資有価証券 15,035 15,035 ―

(４)敷金及び保証金 317,135 251,071 △66,064

資産計 12,539,841 12,473,777 △66,064

(１)未払金 2,375,644 2,375,644 ―

(２)未払法人税等 2,658,219 2,658,219 ―

(３)未払消費税等 356,557 356,557 ―

負債計 5,390,421 5,390,421 ―
 

（※）売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法

　　資　産

(１)現金及び預金、(２)売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。

(３)投資有価証券

債券の時価については、日本証券業協会の提示した統計資料により評価しております。

(４)敷金及び保証金

これらの時価の算定は、契約ごとに契約終了時期を合理的に算定し、その期間及び信用リスクを

加味した利率により割引いた現在価値を算定しております。

　　負　債

(１)未払金、(２)未払法人税等、(３)未払消費税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。

２．関係会社株式（貸借対照表計上額48,800千円）は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。

　　　３．金銭債権等の決算日後の償還予定額

 
１年以内

(千円)

１年超

５年以内

(千円)

５年超

10年以内

(千円)

10年超

(千円)

　現金及び預金 8,317,259 ― ― ―

　売掛金 3,891,860 ― ― ―

　投資有価証券     
　その他有価証券のうち満期があるもの

　(国債)
― 15,035 ― ―

　敷金及び保証金 264 ― ― 316,871

合計 12,209,383 15,035 ― 316,871
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当事業年度(平成26年９月30日)

１．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取組方針

当社は、必要な資金を主に自己資金で賄っております。また、資金運用については、主に短期的な預金等

によっております。

 

(２）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券に含まれる国債は、市場価格の変動リスクに晒されております。

投資有価証券に含まれる株式及び関係会社株式は、時価評価されていない有価証券であるため、市場価格

の変動リスクはありません。

また、敷金及び保証金は、主に本社オフィスの賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒さ

れておりますが、賃貸借契約締結に際し差入先の信用状況を把握しております。なお、上記のほか、資金決

済に関する法律に基づく供託金もありますが、現金にて法務局へ供託しているものであり、リスクは軽微で

あると判断しております。

営業債務である未払金、未払法人税等、未払消費税等は、そのほとんどが１年以内に決済または納付期限

が到来するものであります。

当社が利用するデリバティブは、円・ドル為替相場に連動した預金の運用によるものであり、また、その

他の外貨建金銭債権債務についても、為替相場の変動によるリスクに晒されております。

 

(３）金融商品に係るリスク管理体制

　① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、社内規程等に従い、営業担当者が主要な取引先の状況を定期的にモニタリン

グし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握

や軽減を図っております。

　② 市場価格の変動リスクの管理

定期的に時価等を把握し、リスクの軽減に努めております。

　③ 為替リスク（外国為替の変動リスク）の管理

デリバティブ取引は、取締役会決議の枠内で実行しており、毎月の運用状況を取締役会で報告しておりま

す。また、外貨建金銭債権債務については、為替変動の状況をモニタリングし、毎月の取締役会で報告して

おります。

 

(４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因

を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるものは次表に含まれておりません（(注)２参照）。

 
貸借対照表計上額

(千円)

時価

(千円)

差額

(千円)

(１)現金及び預金 35,584,220 35,584,220 ―

(２)売掛金 8,639,115   
　　　貸倒引当金(※) △1,243   
　　売掛金（純額） 8,637,871 8,637,871 ―

(３)投資有価証券 15,098 15,098 ―

(４)敷金及び保証金 578,882 463,246 △115,635

資産計 44,816,073 44,700,437 △115,635

(１)未払金 4,702,115 4,702,115 ―

(２)未払法人税等 9,907,561 9,907,561 ―

(３)未払消費税等 1,906,984 1,906,984 ―

負債計 16,516,661 16,516,661 ―
 

(※)売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

(注)１．金融商品の時価の算定方法

　資　産

(１)現金及び預金、(２)売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。

(３)投資有価証券

債券の時価については、日本証券業協会の提示した統計資料により評価しております。

(４)敷金及び保証金

これらの時価の算定は、契約ごとに契約終了時期を合理的に算定し、その期間及び信用リスクを

加味した利率により割引いた現在価値を算定しております。

　負　債

(１)未払金、(２)未払法人税等、(３)未払消費税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額(千円)

投資有価証券(非上場株式) 300,885

関係会社株式(非上場株式) 48,800

敷金及び保証金(供託金) 473,195
 

非上場株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価

を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。

敷金及び保証金は法務局へ供託しているものであり、将来キャッシュ・フローを見積もることな

どができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりま

せん。

３．金銭債権等の決算日後の償還予定額

 
１年以内

(千円)

１年超

５年以内

(千円)

５年超

10年以内

(千円)

10年超

(千円)

　現金及び預金 35,584,220 ― ― ―

　売掛金 8,639,115 ― ― ―

　投資有価証券     
　その他有価証券のうち満期があるもの

　(国債) ― 15,098 ― ―

　敷金及び保証金(※) 50 ― ― 578,832

合計 44,223,385 15,098 ― 578,832
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(※)償還予定が確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できないもの(473,195千円)

については、本表には含めておりません。
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(有価証券関係)

１．関係会社株式

関係会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額48,800千円、前事業年度の貸借対照表計上額48,800千円）

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

２．その他有価証券

前事業年度(平成25年９月30日)

区分
貸借対照表計上額

(千円)

取得原価

(千円)

差額

(千円)

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

　債券 15,035 15,039 △3

合計 15,035 15,039 △3
 

 

当事業年度(平成26年９月30日)

区分
貸借対照表計上額

(千円)

取得原価

(千円)

差額

(千円)

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

　株式 ― ― ―

　債券 15,098 15,039 59

小計 15,098 15,039 59

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

　株式 300,885 300,885 ―

　債券 ― ― ―

小計 300,885 300,885 ―

合計 315,983 315,924 59
 

 

 
(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

 

 
(退職給付関係)

前事業年度(自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自 平成25年10月１日 至 平成26年９月30日)

１．採用している退職給付制度の概要

　　当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出制度を採用しております。

 

２．確定拠出制度に係る退職給付費用の額

　　当社の確定拠出制度への要拠出額等は、3,247千円であります。
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(ストック・オプション等関係)

１．費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(１)ストック・オプションの内容

 
平成22年

第１回新株予約権

平成22年

第２回新株予約権

平成23年

第３回新株予約権

平成23年

第４回新株予約権

付与対象者の区分

及び人数

当社取締役２名
当社従業員32名

当社取締役３名
当社取締役１名
当社従業員56名

当社監査役１名

株式の種類及び付

与数(注)１，２

普通株式
2,844,000株

普通株式
436,500株

普通株式
2,065,500株

普通株式
57,000株

付与日 平成22年４月20日 平成22年８月25日 平成22年12月28日 平成22年12月28日

権利確定条件

権利行使時におい
て、当社または当
社子会社の取締役
または使用人であ
ること。

同左 同左

権利行使時におい
て、当社または当
社子会社の取締役
または監査役であ
ること。

対象勤務期間
定 め て お り ま せ
ん。

同左 同左 同左

権利行使期間

(注)３

自平成24年４月21日

至平成32年４月20日

自平成24年８月26日

至平成32年８月25日

自平成24年12月28日

至平成32年12月27日

自平成24年12月28日

至平成32年12月27日
 

 

 
平成24年

第５回新株予約権

平成26年

第６回新株予約権

付与対象者の区分

及び人数

当社取締役４名
当社従業員85名

当社取締役 ５名
当社従業員234名

株式の種類及び付

与数(注)１，２

普通株式
5,655,000株

普通株式
948,300株

付与日 平成24年５月31日 平成26年１月23日

権利確定条件

権利行使時におい
て、当社または当
社子会社の取締役
または使用人であ
ること。

(注)４

対象勤務期間
定 め て お り ま せ
ん。

同左

権利行使期間

(注)３

自平成26年５月17日

至平成34年５月16日

自平成28年１月１日

至平成34年１月22日
 

(注)１．株式数に換算して記載しております。

２．当社は、平成24年９月13日付で株式１株を100株にする株式分割を、平成25年６月１日付で株式１株を

５株にする株式分割を、平成25年10月１日付で１株を３株にする株式分割を行っております。株式の

数は、当該株式分割考慮後の株式数により記載しております。

３．当社と新株予約権付与対象者との間で締結する契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、権利

を行使することができるものとしております。

４．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①　新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成27年９月期乃至平成31年９月期のいず

れかの決算期の有価証券報告書において計算されるEBITDA（以下、損益計算書に記載された税引前当

期純利益に、キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び支払利息及び社

債利息を加算した額をいう。なお、連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書に記載され

た税金等調整前当期純利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却

額及び支払利息及び社債利息を加算した額をいう。）の金額が一度でも500億円を超過している場合に

のみ、本新株予約権を権利行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべ

き項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとす

る。ただし、平成27年９月期乃至平成31年９月期のいずれかの期のEBITDAが100億円を下回った場合、

一切の新株予約権を行使することはできない。
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②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役ま

たは従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある

と取締役会が認めた場合は、この限りではない。
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(２)ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

　① ストック・オプションの数

 
平成22年

第１回新株予約権

平成22年

第２回新株予約権

平成23年

第３回新株予約権

平成23年

第４回新株予約権

権利確定前(株)     

　前事業年度末 1,756,500 436,500 1,074,000 57,000

　付与 ― ― ― ―

　失効 57,000 ― ― ―

　権利確定 1,699,500 436,500 1,074,000 57,000

　未確定残 ― ― ― ―

権利確定後(株)     

　前事業年度末 ― ― ― ―

　権利確定 1,699,500 436,500 1,074,000 57,000

　権利行使 330,000 85,500 190,500 10,500

　失効 ― ― 54,000 ―

　未行使残 1,369,500 351,000 829,500 46,500
 

 

 
平成24年

第５回新株予約権

平成26年

第６回新株予約権

権利確定前(株)   

　前事業年度末 5,272,500 ―

　付与 ― 948,300

　失効 ― 10,900

　権利確定 5,272,500 ―

　未確定残 ― 937,400

権利確定後(株)   

　前事業年度末 ― ―

　権利確定 5,272,500 ―

　権利行使 772,500 ―

　失効 97,500 ―

　未行使残 4,402,500 ―
 

(注)当社は、平成24年９月13日付で株式１株を100株にする株式分割を、平成25年６月１日付で株式１株を５

株にする株式分割を、平成25年10月１日付で１株を３株にする株式分割を行っております。株式の数

は、当該株式分割考慮後の株式数により記載しております。
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　② 単価情報

 
平成22年

第１回新株予約権

平成22年

第２回新株予約権

平成23年

第３回新株予約権

平成23年

第４回新株予約権

権利行使価格(円) 52 52 94 94

行 使 時 平 均 株 価

(円)
2,805 2,960 3,018 2,339

付与日における公

正な評価単価(円)
― ― ― ―

 

 

 
平成24年

第５回新株予約権

平成26年

第６回新株予約権

権利行使価格(円) 94 2,910

行 使 時 平 均 株 価

(円)
2,549 ―

付与日における公

正な評価単価(円)
― 1

 

(注)当社は、平成24年９月13日付で株式１株を100株にする株式分割を、平成25年６月１日付で株式１株を５

株にする株式分割を、平成25年10月１日付で１株を３株にする株式分割を行っております。権利行使価

格は、当該株式分割を考慮しております。

 

３．当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(１)使用した評価技法　　モンテカルロ・シミュレーション

(２)主な基礎数値及びその見積方法

 
平成26年

第６回新株予約権

株価変動性(注)１ 72.49％

予想残存期間(注)２ ８年

予想配当(注)３ ０円/株

無リスク利子率(注)４ 0.501％
 

（注）１．上場して２年に満たないため、類似上場会社のボラティリティの単純平均を採用し算定しておりま

す。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の満期日に行使され

るものと推定して見積もっております。

　　　３．直近の配当実績によっております。

　　　４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を

採用しております。

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価

値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

(１)当事業年度末における本源的価値の合計額 24,645,750千円

  
 

(２)当事業年度末において権利行使されたストック・オプションの権利行

使日における本源的価値の合計額
3,633,906千円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成25年９月30日）

当事業年度

（平成26年９月30日）

（繰延税金資産）   

　　未払事業税否認額 174,589千円  602,663千円

　　未払賞与否認額 81,046千円  71,697千円

　　貸倒損失否認額 2,464千円  2,808千円

　　地代家賃損金不算入額 53,051千円  30,927千円

　　資産除去債務 27,749千円  109,864千円

　　減価償却超過額 ―  31,460千円

　　一括償却資産償却超過額 18,286千円 28,260千円

　　ソフトウェア償却超過額 312,303千円 573,700千円

　　資産調整勘定 57,564千円 41,784千円

　　その他 3,793千円  6,336千円

　繰延税金資産合計 730,848千円  1,499,503千円

（繰延税金負債）   

資産除去債務に対応する除去費用 △23,238千円  △102,589千円

その他 ― △6,454千円

　繰延税金負債合計 △23,238千円  △109,043千円

　繰延税金資産の純額 707,610千円  1,390,459千円
 

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前事業年度

（平成25年９月30日）

当事業年度

（平成26年９月30日）

法定実効税率 38.01％ 38.01％

（調整）   

　留保金課税 7.00％  6.56％

　実効税率差異 ― 0.28％

　のれん償却額 0.20％  0.14％

　その他 0.24％ △0.28％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.45％  44.71％
 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26

年４月１日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴

い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年10月１日に開始する事業

年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01％から35.64％に変更になります。

　この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。

 
(持分法損益等)

当社には非連結子会社が存在しますが、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しいため、記載して

おりません。
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(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社建物の不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務等であります。

　

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から18年と見積り、割引率は1.251％等を使用して資産除去債務の金額を計算してお

ります。

　

３．当該資産除去債務の総額の増減

 
前事業年度

（自　平成24年10月１日

　　至　平成25年９月30日）

当事業年度

（自　平成25年10月１日

　　至　平成26年９月30日）

期首残高 94,032千円  77,861千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 ― 256,376千円

時の経過による調整額 728千円 852千円

資産除去債務の履行による減少額 △16,900千円 ―

原状回復義務の免除による減少額 ― △105,301千円

期末残高 77,861千円  229,788千円
 

 

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　当社は、モバイルサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前事業年度(自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

 顧客の名称又は氏名 売上高（千円）

Google Inc. 8,043,464

Apple Inc. 6,304,546
 

　　　 (注)上記は決済代行業者であり、ユーザーからの代金回収を代行しております。
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当事業年度(自 平成25年10月１日 至 平成26年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

 顧客の名称又は氏名 売上高(千円)

Google Inc. 31,252,439

Apple Inc. 19,810,512
 

　　　 (注)上記は決済代行業者であり、ユーザーからの代金回収を代行しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日)

当事業年度におけるのれん償却費は30,745千円、未償却残高は92,235千円であります。なお、当社はモバイ

ルサービス事業の単一セグメントであります。

 

当事業年度(自 平成25年10月１日 至 平成26年９月30日)

当事業年度におけるのれん償却費は92,235千円、未償却残高はありません。なお、当社はモバイルサービス

事業の単一セグメントであります。　

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

前事業年度
（自 平成24年10月１日

　　至 平成25年９月30日）

当事業年度
（自 平成25年10月１日

　 至 平成26年９月30日）

１株当たり純資産額 66.54円 １株当たり純資産額 245.07円

１株当たり当期純利益金額 27.20円 １株当たり当期純利益金額 107.65円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

　25.83円 潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

101.29円

 

(注)１.前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について、当社は平成24年12月13日に東京証

券取引所マザーズに上場したため、新規上場日から前事業年度末までの平均株価を期中平均株価とみ

なして算定しております。

２.１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

 
前事業年度

（自 平成24年10月１日

　　至 平成25年９月30日）

当事業年度

（自 平成25年10月１日

　 至 平成26年９月30日）

１株当たり当期純利益金額   
　当期純利益(千円) 3,156,683 13,024,690

　普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

　普通株式に係る当期純利益(千円) 3,156,683 13,024,690

　期中平均株式数(株) 116,041,500 120,985,728

   

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

  

　当期純利益調整額(千円) ― ―

　普通株式増加数(株) 6,148,483 7,606,014

　(うち新株予約権)(株) 6,148,483 7,606,014

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要

― ―

 

３.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（平成25年９月30日）

当事業年度

（平成26年９月30日）

純資産の部の合計額(千円) 7,876,544 30,284,524

純資産の部の合計額から控除する金額

(千円)
― 935

普通株式に係る期末の純資産額

(千円)
7,876,544 30,283,589

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数(株)
118,381,500 123,570,310

 

４．当社は、平成25年６月１日付で普通株式１株を５株にする株式分割を、平成25年10月１日付で普通

株式１株を３株にする株式分割を行っております。このため、前事業年度の期首に当該株式分割が

行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額を算定しております。

 

 
(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額

又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

建物 162,578 515,440 ― 678,019 211,358 98,479 466,660

工具、器具及び備品 122,689 84,666 ― 207,356 120,151 31,811 87,204

有形固定資産計 285,268 600,107 ― 885,375 331,510 130,290 553,864

無形固定資産        

　のれん 122,980 ― ― 122,980 122,980 92,235 ―

ソフトウエア  46,273 20,869 ― 67,143 33,884 20,414 33,258

無形固定資産計 169,254 20,869 ― 190,123 156,865 112,649 33,258
 

 (注)当期増加額のうち主な内容は、次のとおりであります。

建物 移転に伴う内装工事等 259,064千円

 移転に伴う原状回復費用計上 256,376千円

工具、器具及び備品 社内利用機材等 84,666千円

ソフトウエア 自社利用ソフトウエアの取得 20,869千円
 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 1,449 1,243 703 746 1,243
 

　（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末におけ

る負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略

しております。
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(2)【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 413

預金  

普通預金 26,583,671

定期預金 9,000,135

計 35,583,806

合計 35,584,220
 

 

②売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

Apple Inc. 4,540,356

Google Inc. 3,500,675

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 199,407

KDDI株式会社 167,288

株式会社ウェブマネー 104,195

その他 127,191

合計 8,639,115
 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(％) 滞留期間(日)

(A) (B) (C) (D)
(C)

(A) ＋ (B)
 

× 100

 (A) ＋ (D)  

 ２  

 (B)  

 365  
 

3,891,860 59,599,830 54,852,576 8,639,115 86.4 38
 

  （注）  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③貯蔵品

区分 金額(千円)

販促物貯蔵品 3,874

切手・収入印紙 75

合計 3,949
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④未払金

相手先 金額(千円)

Apple　Inc. 1,361,668

Google　Inc. 973,915

株式会社電通 633,033

三井デザインテック株式会社 311,364

株式会社バップ 274,397

その他 1,147,736

合計 4,702,115
 

 

⑤未払法人税等

区分 金額(千円)

法人税 6,890,897

事業税 1,694,247

住民税 1,322,417

合計 9,907,561
 

 

(3)【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高 (千円) 11,073,594 23,433,779 37,731,126 53,575,065

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円) 4,887,636 10,215,382 16,907,459 23,556,399

四半期(当期)純利益
金額

(千円) 2,769,296 5,783,392 9,572,620 13,024,690

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 23.38 48.77 79.69 107.65
 

　

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円) 23.38 25.39 30.76 27.94
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 毎事業年度終了の日の翌日から３カ月以内

基準日 ９月30日

剰余金の配当の基準日
３月31日

９月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り   

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

取次所 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。

http://colopl.co.jp

ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたとき

は、日本経済新聞に掲載して行う。

株主に対する特典 該当事項はありません。

 

　(注)当社の定款の定めにより、単元未満株主は次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定により請求をする権利

(3) 株主が有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割り当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

  当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(１)有価証券届出書及びその添付書類

有償一般募集増資　平成26年４月１日関東財務局長に提出

 
(２)有価証券届出書の訂正届出書

上記(1)に係る訂正届出書　平成26年４月９日関東財務局長に提出

 
(３)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

第５期(自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日)　平成25年12月24日関東財務局長に提出

 

(４)内部統制報告書及びその添付書類

平成25年12月24日関東財務局長に提出

 
(５)四半期報告書及び確認書

第６期第１四半期(自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31日)　平成26年２月５日関東財務局長に提出

第６期第２四半期(自 平成26年１月１日 至 平成26年３月31日)　平成26年５月７日関東財務局長に提出

第６期第３四半期(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)　平成26年８月６日関東財務局長に提出

 

(６)四半期報告書の訂正報告書及び確認書

第６期第３四半期(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認

書　平成26年12月17日関東財務局に提出

 
(７)臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書　平成25年12月25日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

 

平成26年12月22日
 

株式会社コロプラ

取締役会 御中
 

 

有限責任監査法人 トーマツ 
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   吉   村   孝   郎   ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   淡   島   國   和   ㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社コロプラの平成25年10月１日から平成26年９月30日までの第６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細

表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社コロプラの平成26年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社コロプラの平成26年

９月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、株式会社コロプラが平成26年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

　
　

 

(注) １ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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